
○

資
金
移
動
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
四
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は

破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ

る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
一
条
の
二

法
第
二
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要

件
は
、
受
取
人
（
同
条
に
規
定
す
る
受
取
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
個
人
（
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
受

取
人
と
な
る
場
合
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲

げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

受
取
人
が
有
す
る
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等
（
法
第
二
条
の
二
に

規
定
す
る
債
務
者
等
を
い
う
。
第
三
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

か
ら
弁
済
と
し
て
資
金
を
受
け
入
れ
た
時
（
他
の
者
に
資
金
を
受
け
入

れ
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
者
が
弁
済
と
し
て
資
金
を
受

け
入
れ
た
時
）
ま
で
に
当
該
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
の
債
務
が
消
滅

し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

［
略
］

三

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

第
一
条
の
二

法
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、

受
取
人
（
同
条
に
規
定
す
る
受
取
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
個
人
（
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
受
取
人
と
な
る
場
合

に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

受
取
人
が
有
す
る
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
又
は
当
該
債
務
者
か
ら

の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
方
法
に
よ
り
支
払
を
行
う
者
（
第
三
号
に
お
い
て
「
債
務
者
等

」
と
い
う
。
）
か
ら
弁
済
と
し
て
資
金
を
受
け
入
れ
た
時
（
他
の
者
に

資
金
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
者
が
弁
済
と

し
て
資
金
を
受
け
入
れ
た
時
）
ま
で
に
当
該
債
務
者
の
債
務
が
消
滅
し

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

［
同
上
］

三

［
同
上
］
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イ

受
取
人
が
そ
の
有
す
る
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
に
対
し
反
対
給

付
を
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
に
、
当
該
反
対
給
付
に
先
立
っ

て
又
は
こ
れ
と
同
時
に
当
該
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等
か
ら
弁
済

と
し
て
資
金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
当
該

反
対
給
付
が
行
わ
れ
た
後
に
受
取
人
等
（
法
第
二
条
の
二
に
規
定
す

る
受
取
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
当
該
資
金
を
引
き
渡
す
も
の
で
な
い
こ
と
。

ロ

受
取
人
が
有
す
る
金
銭
債
権
の
発
生
原
因
で
あ
る
契
約
の
締
結
の

方
法
に
関
す
る
定
め
を
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
契
約
の
成
立
に
不

可
欠
な
関
与
を
行
い
、
当
該
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等
か
ら
弁
済

と
し
て
資
金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
当
該

受
取
人
の
同
意
の
下
に
、
当
該
契
約
の
内
容
に
応
じ
て
受
取
人
等
に

当
該
資
金
を
引
き
渡
す
も
の
で
な
い
こ
と
。

ハ

受
取
人
が
有
す
る
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等
か
ら
受
取
人
等
に

資
金
を
移
動
さ
せ
る
行
為
（
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な

い
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
者
か
ら
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ

た
る
委
託
を
含
む
。
ニ
並
び
に
次
条
第
一
項
第
五
号
イ
、
第
六
号
及

び
第
七
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
債
務
者
等
か
ら
弁
済
と
し
て
資
金
を

受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
受
取
人
等
に
当
該
資

金
を
引
き
渡
す
も
の
で
な
い
こ
と
。

ニ

銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
か
ら
の
委
託
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

イ

受
取
人
が
そ
の
有
す
る
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
に
対
し
反
対
給

付
を
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
に
、
当
該
反
対
給
付
に
先
立
っ

て
又
は
こ
れ
と
同
時
に
当
該
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等
か
ら
弁
済

と
し
て
資
金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
当
該

反
対
給
付
が
行
わ
れ
た
後
に
当
該
受
取
人
に
当
該
資
金
を
移
動
さ
せ

る
も
の
で
な
い
こ
と
。

ロ

受
取
人
が
有
す
る
金
銭
債
権
の
発
生
原
因
で
あ
る
契
約
の
締
結
の

方
法
に
関
す
る
定
め
を
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
契
約
の
成
立
に
不

可
欠
な
関
与
を
行
い
、
当
該
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等
か
ら
弁
済

と
し
て
資
金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
当
該

受
取
人
の
同
意
の
下
に
、
当
該
契
約
の
内
容
に
応
じ
て
当
該
資
金
を

移
動
さ
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］
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方
法
に
よ
り
、
受
取
人
が
有
す
る
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等
か
ら

弁
済
と
し
て
資
金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、

受
取
人
等
に
当
該
資
金
を
引
き
渡
す
も
の
で
な
い
こ
と
。

第
一
条
の
三

法
第
二
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
（
利
用
者
の
保
護
に
欠

け
る
お
そ
れ
が
大
き
い
行
為
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

受
取
人
が
有
す
る
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等
か
ら
弁
済
と
し
て
資

金
を
銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
受
取
人
等
に
当

該
資
金
を
引
き
渡
す
行
為

二

受
取
人
が
そ
の
有
す
る
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
に
対
し
反
対
給
付

を
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
に
、
当
該
反
対
給
付
に
先
立
っ
て
又

は
こ
れ
と
同
時
に
当
該
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等
か
ら
弁
済
と
し
て

資
金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
当
該
反
対
給
付

が
行
わ
れ
た
後
に
受
取
人
等
に
当
該
資
金
を
引
き
渡
す
行
為

三

受
取
人
が
有
す
る
金
銭
債
権
の
発
生
原
因
で
あ
る
契
約
の
締
結
の
方

法
に
関
す
る
定
め
を
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
契
約
の
成
立
に
不
可
欠

な
関
与
を
行
い
、
当
該
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等
か
ら
弁
済
と
し
て

資
金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
当
該
受
取
人
の

同
意
の
下
に
、
当
該
契
約
の
内
容
に
応
じ
て
受
取
人
等
に
当
該
資
金
を

引
き
渡
す
行
為

四

自
己
と
同
一
の
会
社
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事

［
条
を
加
え
る
。
］
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4 

業
体
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
集
団
（
一
の
会
社
等
及
び
当
該

会
社
等
の
子
会
社
等
（
会
社
等
が
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は

事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
当
該
会
社
等
の

総
株
主
等
の
議
決
権
（
総
株
主
、
総
社
員
、
総
会
員
、
総
組
合
員
又
は

総
出
資
者
の
議
決
権
を
い
い
、
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
株
主
総
会
に

お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法

（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決

権
を
含
む
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
個
人
が

あ
る
場
合
に
は
当
該
個
人
（
以
下
「
特
定
個
人
株
主
」
と
い
う
。
）
及

び
当
該
会
社
等
の
親
法
人
等
の
集
団
を
い
う
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
属
す
る
他
の
者
が
受
取
人
で
あ
る
場
合
（
当
該
他
の
者
が
、
法

第
二
条
の
二
の
規
定
（
同
条
第
二
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
適
用

を
免
れ
る
目
的
で
第
三
者
か
ら
の
金
銭
債
権
の
譲
受
け
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
金
銭
債
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を

除
く
。
）
に
、
当
該
受
取
人
が
有
す
る
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等
か

ら
弁
済
と
し
て
資
金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、

受
取
人
等
に
当
該
資
金
を
引
き
渡
す
行
為

五

他
の
法
令
に
基
づ
き
受
取
人
が
有
す
る
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等



か
ら
弁
済
と
し
て
資
金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ

、
受
取
人
等
に
当
該
資
金
を
引
き
渡
す
行
為
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
行

為イ

登
録
商
標
（
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
登
録
商
標
を
い
い
、
利
用
状
況
そ
の
他
の

事
情
を
勘
案
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
商
標

権
者
又
は
当
該
商
標
権
者
と
同
一
の
会
社
等
の
集
団
に
属
す
る
他
の

会
社
等
が
、
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
等
発
行
者
（
そ
れ
を
提
示

、
通
知
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
利
用
し
て
、
物
品
等
（
法
第
二
条
第

六
項
に
規
定
す
る
物
品
等
を
い
う
。
以
下
イ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
購
入
し
、
若
し
く
は
借
り
受
け
、
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
（
こ
れ
を
用
い
て
為

替
取
引
を
行
う
こ
と
の
指
図
を
伝
達
で
き
る
も
の
、
法
第
三
条
第
五

項
に
規
定
す
る
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
又
は
割
賦
販
売
法
（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
十
六
第
一
項
に

規
定
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
登

録
商
標
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
イ
に
お
い
て
「
第
三

者
型
前
払
式
支
払
手
段
等
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
業
務
上
利
用
者
に

付
与
す
る
者
を
い
う
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
立
替
払
取
次

業
者
（
特
定
の
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
等
発
行
者
の
た
め
に
、

自
己
の
名
を
も
っ
て
加
盟
店
（
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
等
に
よ

り
購
入
若
し
く
は
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
物
品
等
の
販
売
者

5



若
し
く
は
貸
出
人
又
は
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
役
務
の
提
供

者
を
い
う
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
第
三
者
型
前
払
式
支
払

手
段
等
に
よ
り
購
入
さ
れ
若
し
く
は
借
り
受
け
ら
れ
た
物
品
等
又
は

受
領
さ
れ
る
役
務
の
代
価
に
相
当
す
る
額
の
交
付
（
加
盟
店
以
外
の

者
を
通
じ
た
加
盟
店
へ
の
交
付
を
含
む
。
）
を
す
る
こ
と
を
業
と
す

る
者
を
い
う
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
で
第
三
者
型
前

払
式
支
払
手
段
等
の
利
用
に
係
る
債
権
債
務
（
当
該
第
三
者
型
前
払

式
支
払
手
段
等
発
行
者
が
当
該
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
等
の
付

与
に
付
随
し
て
行
う
役
務
の
提
供
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
の
清
算

の
た
め
、
債
務
者
等
と
な
る
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
等
発
行
者

若
し
く
は
立
替
払
取
次
業
者
又
は
当
該
債
務
者
等
か
ら
の
委
託
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
支
払
を
行
う
者
か
ら
弁
済
と
し
て
資

金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
受
取
人
等
と
な

る
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
等
発
行
者
若
し
く
は
立
替
払
取
次
業

者
又
は
当
該
受
取
人
等
か
ら
の
委
託
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に

よ
り
支
払
を
受
け
る
者
に
当
該
資
金
を
引
き
渡
す
行
為

ロ

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
取
扱
契
約
締
結
事
業
者
（
割
賦
販
売

法
第
三
十
五
条
の
十
七
の
五
第
一
項
第
五
号
ニ
に
規
定
す
る
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
取
扱
契
約
締
結
事
業
者
を
い
う
。
）
と
の
間
で

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
取
扱
契
約
（
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
取
扱
契
約
を
い
う
。
以
下
ロ
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
現
に
締
結
す
る
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
（
同
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法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
役
務
提
供
事
業
者
を
い
う
。

）
が
受
取
人
で
あ
る
場
合
に
、
当
該
受
取
人
が
有
す
る
金
銭
債
権
（

当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
取
扱
契
約
が
期
間
の
満
了
に
よ
り

終
了
し
た
場
合
又
は
当
該
受
取
人
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
ら

な
い
で
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
の
満
了
時
又
は
当

該
解
除
が
さ
れ
た
時
ま
で
に
発
生
し
た
金
銭
債
権
を
含
む
。
）
に
係

る
債
務
者
等
か
ら
弁
済
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
購
入
あ
っ
せ
ん
（

同
法
第
三
十
五
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
等
購
入
あ
っ
せ
ん
を
い
う
。
）
に
係
る
販
売
の
方
法
に
よ
り

販
売
で
き
る
商
品
若
し
く
は
権
利
の
販
売
又
は
提
供
で
き
る
役
務
の

提
供
を
目
的
と
す
る
取
引
に
係
る
債
務
の
弁
済
と
し
て
行
わ
れ
る
も

の
に
限
る
。
）
と
し
て
資
金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入

れ
さ
せ
、
受
取
人
等
に
当
該
資
金
を
引
き
渡
す
行
為

ハ

加
盟
店
（
第
三
者
型
発
行
者
（
法
第
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
第

三
者
型
発
行
者
を
い
う
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
行
す
る

第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
第
三
者
型

前
払
式
支
払
手
段
を
い
う
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
現

に
購
入
若
し
く
は
借
受
け
を
行
い
、
若
し
く
は
給
付
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
物
品
等
の
販
売
者
若
し
く
は
貸
出
人
又
は
現
に
提
供
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
役
務
の
提
供
者
の
う
ち
、
当
該
第
三
者
型
前
払

式
支
払
手
段
の
発
行
の
業
務
を
行
う
第
三
者
型
発
行
者
以
外
の
者
（

法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
受
取
人
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と
な
る
場
合
に
お
け
る
個
人
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
が
受
取
人
で

あ
る
場
合
に
、
当
該
受
取
人
が
有
す
る
金
銭
債
権
（
当
該
加
盟
店
に

第
三
者
型
発
行
者
が
発
行
す
る
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
の
取
扱

い
を
認
め
る
契
約
が
期
間
の
満
了
に
よ
り
終
了
し
た
場
合
又
は
当
該

受
取
人
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
ら
な
い
で
解
除
さ
れ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
期
間
の
満
了
時
又
は
当
該
解
除
が
さ
れ
た
時
ま
で

に
発
生
し
た
金
銭
債
権
を
含
む
。
）
に
係
る
債
務
者
等
か
ら
弁
済
（

当
該
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
に
よ
り
、
購
入
若
し
く
は
借
受
け

を
行
い
若
し
く
は
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
物
品
等
又
は
提
供

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
役
務
の
販
売
若
し
く
は
貸
出
し
、
又
は
提

供
を
目
的
と
す
る
取
引
に
係
る
債
務
の
弁
済
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
と
し
て
資
金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ

さ
せ
、
受
取
人
等
に
当
該
資
金
を
引
き
渡
す
行
為

六

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
者
か
ら
の
委
託
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
、
第
二
号
及
び
第
三
号
の
受
取
人
が
有
す

る
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等
か
ら
弁
済
と
し
て
資
金
を
受
け
入
れ
、

又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
受
取
人
等
に
当
該
資
金
を
引
き
渡
す

行
為

七

銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
か
ら
の
委
託
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方

法
に
よ
り
、
債
務
者
等
か
ら
弁
済
と
し
て
資
金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他

の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
受
取
人
等
に
当
該
資
金
を
引
き
渡
す
行
為

２

前
項
に
規
定
す
る
「
利
用
者
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
大
き
い
行
為
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」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
い
う
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
行
為

二

前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
委
託
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
方
法
に
よ
り
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
を
第
三
者
に
行
わ
せ
る

も
の
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
国
外
に
あ
る
債
務
者
等
か
ら
国
内
に
あ
る

受
取
人
等
へ
向
け
て
資
金
を
移
動
さ
せ
る
行
為
の
う
ち
、
当
該
第
三
者

に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
態

が
生
じ
た
場
合
に
受
取
人
等
へ
の
資
金
の
円
滑
な
引
渡
し
が
阻
害
さ
れ

る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

三

賭
博
を
す
る
者
又
は
他
の
者
相
互
間
で
賭
博
を
行
わ
せ
る
者
が
受
取

人
で
あ
る
場
合
に
、
債
務
者
等
か
ら
弁
済
と
し
て
賭
金
、
勝
金
、
入
場

料
、
手
数
料
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
支
払
わ
れ
る

当
該
賭
博
に
係
る
資
金
を
受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ

、
受
取
人
等
に
当
該
資
金
を
引
き
渡
す
行
為

四

受
取
人
が
有
す
る
金
銭
債
権
が
、
新
た
に
発
行
さ
れ
る
有
価
証
券
（

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
い
い
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価

証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
を
含
む
。
）
の
取
得
を
目
的
と
す
る
行
為
、

有
価
証
券
の
売
買
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
条
第
二
十
項
に
規
定

す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
）
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
で
あ
る

場
合
に
、
当
該
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
等
か
ら
弁
済
と
し
て
資
金
を

受
け
入
れ
、
又
は
他
の
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
受
取
人
等
に
当
該
資
金
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を
引
き
渡
す
行
為

五

前
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
類
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
法
令
の
規
定
又

は
公
の
秩
序
若
し
く
は
善
良
な
風
俗
に
反
す
る
も
の

３

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
親
法
人
等
」
と
は
、
一
の
会
社
等
の
特

定
個
人
株
主
が
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を

保
有
す
る
他
の
会
社
等
（
当
該
他
の
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
み
、
当
該

会
社
等
及
び
そ
の
子
会
社
等
を
除
く
。
）
を
い
う
。

４

会
社
等
及
び
子
会
社
等
又
は
子
会
社
等
が
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営

業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の

会
社
等
は
、
第
一
項
第
三
号
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

該
会
社
等
の
子
会
社
等
と
み
な
す
。

５

こ
の
条
に
お
い
て
「
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配

し
て
い
る
場
合
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し

く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業

の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一

他
の
会
社
等
（
次
に
掲
げ
る
会
社
等
で
あ
っ
て
、
有
効
な
支
配
従
属

関
係
が
存
在
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
（
そ
の
子
会
社
等
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て

い
る
議
決
権
の
数
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
場
合

イ

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
規
定
に
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よ
る
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
会
社
等

ロ

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
の
規
定
に
よ

る
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
株
式
会
社

ハ

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
産

手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
会
社
等

ニ

そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
会
社
等
に
準
ず
る
会
社
等

二

他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所

有
し
て
い
る
議
決
権
の
数
の
割
合
が
百
分
の
四
十
以
上
で
あ
る
場
合
（

前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

イ

他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
所
有
等
議
決
権
数

（
次
に
掲
げ
る
議
決
権
の
数
の
合
計
数
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

⑴

自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権

⑵

自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密

な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決

権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権

⑶

自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同

意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権

ロ

他
の
会
社
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構
成
員

の
総
数
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
者
（
当
該
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び

営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
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き
る
も
の
に
限
る
。
）
の
数
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る

こ
と
。

⑴

自
己
の
役
員

⑵

自
己
の
業
務
を
執
行
す
る
社
員

⑶

自
己
の
使
用
人

⑷

⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者

ハ

自
己
が
他
の
会
社
等
の
重
要
な
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針

の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

ニ

他
の
会
社
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
総
額
に
対
す
る
自
己
が
行
う
融
資

（
債
務
の
保
証
及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
額
（
自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い

て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者
が
行
う
融
資
の
額
を
含
む
。
）
の
割
合
が

百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

ホ

そ
の
他
自
己
が
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針

の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ

と
。

三

他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
所
有
等
議
決
権
数
の

割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
場
合
（
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議

決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
み
、
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件

に
該
当
す
る
場
合
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６

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
議
決
権
の
保
有
の
判
定
に
当
た
っ
て
、
保

有
す
る
議
決
権
に
は
、
他
人
（
仮
設
人
を
含
む
。
）
の
名
義
に
よ
っ
て
保

有
す
る
議
決
権
及
び
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
株
式
又
は
出
資
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
議
決
権
を
含
む
も
の

と
す
る
。

一

金
銭
の
信
託
契
約
そ
の
他
の
契
約
又
は
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
会

社
等
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
又
は
当
該
議
決
権
の

行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
権
限
を
有
す
る
場
合

二

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）

第
十
五
条
の
十
に
定
め
る
特
別
の
関
係
に
あ
る
者
が
会
社
等
の
議
決
権

を
保
有
す
る
場
合

三

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十

五
号
）
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
同
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項

、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
六
条
（
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
そ
の
保
有
す
る
株
式
等
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
個
人
株
主
が

保
有
す
る
議
決
権
に
含
む
も
の
と
さ
れ
る
議
決
権
に
係
る
株
式
等
を
含

む
。
）
を
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
に
対

抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

７

前
項
の
保
有
す
る
議
決
権
か
ら
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

に
掲
げ
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
を
除
く
も
の
と
す
る
。
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一

法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
者
又
は
法
人
の
代
理
権
を
有
す
る
支
配
人

が
、
当
該
代
表
権
又
は
代
理
権
に
基
づ
き
、
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
権
限
若
し
く
は
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
権
限
又
は
投
資
を
行
う
の
に
必
要
な
権
限
を
有
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
法
人
の
所
有
す
る
株
式
等

二

相
続
人
が
相
続
財
産
と
し
て
所
有
す
る
株
式
等
（
当
該
相
続
人
（
共

同
相
続
の
場
合
を
除
く
。
）
が
単
純
承
認
（
単
純
承
認
を
し
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
限
定
承
認
を
し
た
日
ま
で
の

も
の
又
は
当
該
相
続
財
産
の
共
同
相
続
人
が
遺
産
分
割
を
了
し
て
い
な

い
も
の
に
限
る
。
）

（
特
定
信
託
会
社
が
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る
こ
と
を
要
す
る
変
更
）

第
三
条
の
三

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
変
更
は

、
次
に
掲
げ
る
変
更
と
す
る
。

一

［
略
］

二

特
定
信
託
口
口
座
（
特
定
信
託
会
社
が
そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受

益
権
に
係
る
信
託
契
約
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭
を
管
理
す
る
預
貯
金

の
口
座
を
い
う
。
次
条
第
二
号
イ
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

［
イ
・
ロ

略
］

ハ

当
該
特
定
信
託
口
口
座
の
種
類

（
特
定
信
託
会
社
が
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る
こ
と
を
要
す
る
変
更
）

第
三
条
の
三

［
同
上
］

一

［
同
上
］

二

特
定
信
託
口
口
座
（
特
定
信
託
会
社
が
そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受

益
権
に
係
る
信
託
契
約
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭
を
管
理
す
る
預
貯
金

の
口
座
を
い
う
。
次
条
第
二
号
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］
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ニ
・
ホ

［
略
］

三

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
管
理
又
は
運

用
の
方
法
の
変
更
（
前
号
に
掲
げ
る
変
更
を
除
く
。
）

ハ
・
ニ

［
同
上
］

［
号
を
加
え
る
。
］

（
特
定
信
託
会
社
が
提
出
す
べ
き
報
告
書
の
添
付
書
類
）

第
三
条
の
四

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

と
す
る
。

一

［
略
］

二

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書

類イ

銀
行
等
が
発
行
す
る
当
該
報
告
書
に
係
る
報
告
基
準
日
（
第
三
十

五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
報
告
基
準
日
を
い
う
。
ロ

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
特
定
信
託
口
口
座
に
係
る
残
高
証
明

書
ロ

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
一
部
を
法

第
二
条
第
九
項
の
債
券
の
保
有
に
よ
り
運
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
特
定
信
託
会
社
が
発
行
す
る
当
該
報
告
書
に
係
る
報
告
基
準

（
特
定
信
託
会
社
が
提
出
す
べ
き
報
告
書
の
添
付
書
類
）

第
三
条
の
四

［
同
上
］

一

［
同
上
］

二

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合

銀
行
等
が
発
行

す
る
当
該
報
告
書
に
係
る
報
告
基
準
日
（
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
第

二
号
ホ
に
規
定
す
る
報
告
基
準
日
を
い
う
。
）
に
お
け
る
特
定
信
託
口

口
座
に
係
る
残
高
証
明
書

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］
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日
に
お
け
る
信
託
財
産
の
額
を
証
明
す
る
書
面

（
特
定
信
託
会
社
に
よ
る
特
定
資
金
移
動
業
に
係
る
届
出
）

第
三
条
の
六

［
略
］

２

法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
届
出
の

日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

六

最
終
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
及
び
損
益
計
算

書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
（
届
出

の
日
を
含
む
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
会
社
法
第

四
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
そ
の
成
立
の
日
に
お

け
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
）

［
七
～
十
五

略
］

３

［
略
］

（
特
定
信
託
会
社
に
よ
る
特
定
資
金
移
動
業
に
係
る
届
出
）

第
三
条
の
六

［
同
上
］

２

［
同
上
］

［
一
～
五

同
上
］

六

最
終
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
及
び
損
益
計
算

書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
（
届
出

の
日
を
含
む
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
会
社
法
（

平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
作
成
す
る
そ
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
代

わ
る
書
面
）

［
七
～
十
五

同
上
］

３

［
同
上
］

（
履
行
保
証
金
の
供
託
）

第
十
一
条

［
略
］

［
２
～
６

略
］

７

為
替
取
引
に
係
る
業
務
の
承
継
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
業
務
を

承
継
し
た
者
が
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
要
供
託
額
（
法
第

（
履
行
保
証
金
の
供
託
）

第
十
一
条

［
同
上
］

［
２
～
６

同
上
］

７

為
替
取
引
に
係
る
業
務
の
承
継
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
業
務
を

承
継
し
た
者
が
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
要
供
託
額
（
法
第
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四
十
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
要
供
託
額
を
い
う
。
第
二
十
一
条
の
四
第

五
項
第
四
号
及
び
第
七
項
第
三
号
並
び
に
第
三
十
六
条
の
二
第
五
項
を
除

き
、
以
下
同
じ
。
）
以
上
の
額
の
履
行
保
証
金
の
供
託
（
法
第
四
十
四
条

の
規
定
に
よ
る
履
行
保
証
金
保
全
契
約
（
同
条
に
規
定
す
る
履
行
保
証
金

保
全
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
締
結
し
た
旨
の
届
出
、
法
第
四
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
履
行
保
証
金
信
託
契
約
（
同
項
に
規
定
す
る

履
行
保
証
金
信
託
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
締
結
し
た
旨
の
届
出

を
し
て
行
う
信
託
財
産
の
信
託
、
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
（
同
項
に
規
定
す
る
履
行
保
証
人
債
務

引
受
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
締
結
し
た
旨
の
届
出
、
法
第
四
十

五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
履
行
保
証
人
保
証
契
約
（
同
項
に
規
定

す
る
履
行
保
証
人
保
証
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
締
結
さ
れ
た
旨

の
届
出
及
び
法
第
四
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
履
行
保
証
金
弁

済
信
託
契
約
（
同
項
に
規
定
す
る
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
締
結
し
た
旨
の
届
出
を
し
て
行
う
信
託
財
産
の
信
託
を

含
む
。
）
を
行
う
ま
で
の
間
は
、
当
該
業
務
を
承
継
さ
せ
た
者
が
供
託
し

た
履
行
保
証
金
若
し
く
は
締
結
し
た
履
行
保
証
金
保
全
契
約
、
履
行
保
証

金
信
託
契
約
、
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
若
し
く
は
履
行
保
証
金
弁
済

信
託
契
約
又
は
当
該
業
務
を
承
継
さ
せ
た
者
の
委
託
に
基
づ
き
締
結
さ
れ

た
履
行
保
証
人
保
証
契
約
は
、
当
該
業
務
を
承
継
し
た
者
の
た
め
に
供
託

さ
れ
、
又
は
締
結
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

四
十
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
要
供
託
額
を
い
う
。
第
二
十
一
条
の
四
第

五
項
第
四
号
及
び
第
七
項
第
三
号
並
び
に
第
三
十
六
条
の
二
第
五
項
を
除

き
、
以
下
同
じ
。
）
以
上
の
額
の
履
行
保
証
金
の
供
託
（
法
第
四
十
四
条

の
規
定
に
よ
る
履
行
保
証
金
保
全
契
約
（
同
条
に
規
定
す
る
履
行
保
証
金

保
全
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
締
結
し
た
旨
の
届
出
及
び
法
第
四

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
履
行
保
証
金
信
託
契
約
（
同
項
に
規
定
す

る
履
行
保
証
金
信
託
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
締
結
し
た
旨
の
届

出
を
し
て
行
う
信
託
財
産
の
信
託
を
含
む
。
）
を
行
う
ま
で
の
間
は
、
当

該
業
務
を
承
継
さ
せ
た
者
が
供
託
し
た
履
行
保
証
金
又
は
締
結
し
た
履
行

保
証
金
保
全
契
約
若
し
く
は
履
行
保
証
金
信
託
契
約
は
、
当
該
業
務
を
承

継
し
た
者
の
た
め
に
供
託
さ
れ
、
又
は
締
結
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
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（
履
行
保
証
金
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
債
券
の
種
類
）

第
十
二
条

法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
債
券

は
、
次
に
掲
げ
る
債
券
と
す
る
。

一

国
債
証
券
（
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る

法
律
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も

の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
第
十
九
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

［
略
］

三

政
府
保
証
債
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

る
有
価
証
券
の
う
ち
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い
て

保
証
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
第
二
十
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）

四

［
略
］

（
履
行
保
証
金
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
債
券
の
種
類
）

第
十
二
条

［
同
上
］

一

国
債
証
券
（
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号

）
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座

簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
第

十
九
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

［
同
上
］

三

政
府
保
証
債
券
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十

五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
政
府
が
元

本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

第
二
十
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

四

［
同
上
］

（
履
行
保
証
金
保
全
契
約
の
内
容
）

第
十
四
条
の
二

令
第
十
五
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
は
、
履
行
保
証
金
保
全
契
約
の
全
部
又

は
一
部
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
。

一

履
行
保
証
金
保
全
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
直
前
の

算
定
日
（
令
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
算
定
日
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
要
供
託
額
が
、
当
該
算
定
日
に
お
け
る
当
該

種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
（
同
号
に
規
定
す

（
履
行
保
証
金
保
全
契
約
の
内
容
）

第
十
四
条
の
二

［
同
上
］

一

履
行
保
証
金
保
全
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
直
前
の

算
定
日
（
令
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
算
定
日
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
要
供
託
額
が
、
当
該
算
定
日
に
お
け
る
当
該

種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
（
同
号
に
規
定
す
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る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
下
回
る
場
合
で

あ
っ
て
、
保
全
金
額
（
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
保
全
金
額
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
下
回
る
額
に
達
す
る
ま

で
の
額
に
係
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
保
全
契

約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

［
二
～
五

略
］

る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
九
条
第
八

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
場
合
で
あ
っ
て
、
保
全
金
額
（
法
第

四
十
四
条
に
規
定
す
る
保
全
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
範
囲
内

に
お
い
て
、
そ
の
下
回
る
額
に
達
す
る
ま
で
の
額
に
係
る
当
該
種
別
の

資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
保
全
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除

を
行
う
と
き
。

［
二
～
五

同
上
］

（
履
行
保
証
金
保
全
契
約
等
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
等
が
満
た

す
べ
き
要
件
等
）

第
十
五
条

［
略
］

（
履
行
保
証
金
保
全
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
等
が
満
た
す

べ
き
要
件
等
）

第
十
五
条

［
同
上
］

（
履
行
保
証
金
保
全
契
約
等
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
等
以
外
の

者
が
満
た
す
べ
き
要
件
等
）

第
十
六
条

［
略
］

（
履
行
保
証
金
保
全
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
等
以
外
の
者

が
満
た
す
べ
き
要
件
等
）

第
十
六
条

［
同
上
］

（
履
行
保
証
金
信
託
契
約
の
内
容
）

第
十
九
条

法
第
四
十
五
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

五

履
行
保
証
金
信
託
契
約
（
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
金
融
機
関

の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三

（
履
行
保
証
金
信
託
契
約
の
内
容
）

第
十
九
条

［
同
上
］

［
一
～
四

同
上
］

五

履
行
保
証
金
信
託
契
約
（
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
金
融
機
関

の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
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号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
号
、
第
二
十
一
条
の
十
三
第
七
号
及
び
第

九
号
並
び
に
第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

へ
金
銭
を
信
託
す
る
も
の
で
あ
っ
て
元
本
の
補
塡
が
あ
る
も
の
を
除
く

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
る
信
託
財
産
の
運
用

を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
運
用
が
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ

と
。 

［
イ
～
ハ 

略
］ 

 

［
六
・
七 

略
］ 

 

八 

次
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
は
、
履
行
保
証
金
信
託
契
約
の
全

部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。 

イ 

履
行
保
証
金
信
託
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
直
前

の
算
定
日
に
お
け
る
要
供
託
額
が
、
当
該
算
定
日
に
お
け
る
当
該
種

別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
を
下
回
る
場
合
で

あ
っ
て
、
信
託
財
産
の
額
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信

託
財
産
の
額
を
い
う
。
第
二
十
一
条
の
四
第
五
項
第
五
号
及
び
第
七

項
第
四
号
、
第
三
十
三
条
第
一
項
第
九
号
の
二
、
第
三
十
五
条
の
二

第
一
項
第
二
号
リ
並
び
に
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
第
六
号
及
び
第

四
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の

下
回
る
額
に
達
す
る
ま
で
の
額
に
係
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に

係
る
履
行
保
証
金
信
託
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
と
き

。 

号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
号
及
び
第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号

ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
金
銭
を
信
託
す
る
も
の
で
あ
っ
て
元
本
の
補

塡
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
信
託
さ

れ
る
信
託
財
産
の
運
用
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
運
用
が
次
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

 

［
イ
～
ハ 

同
上
］ 

 

［
六
・
七 

同
上
］ 

 

八 

［
同
上
］ 

 

イ 

履
行
保
証
金
信
託
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
直
前

の
算
定
日
に
お
け
る
要
供
託
額
が
、
当
該
算
定
日
に
お
け
る
当
該
種

別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
を
下
回
る
場
合
で

あ
っ
て
、
信
託
財
産
の
額
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信

託
財
産
の
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の

下
回
る
額
に
達
す
る
ま
で
の
額
に
係
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に

係
る
履
行
保
証
金
信
託
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
と
き

。 

 

  



［
ロ
～
へ

略
］

［
九
～
十
三

略
］

［
ロ
～
へ

同
上
］

［
九
～
十
三

同
上
］

（
信
託
財
産
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
預
貯
金
等
の
種
類
）

第
二
十
条

法
第
四
十
五
条
第
三
項
（
法
第
四
十
五
条
の
五
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
預
貯
金
は
、
銀
行
等
に
対
す
る
預
貯
金
と
す
る

。
２

法
第
四
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
債
券
は
、
次

に
掲
げ
る
債
券
（
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る

法
律
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の

と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

四

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
二
条
の
十
一
に
規
定
す
る
債
券

［
五
・
六

略
］

（
信
託
財
産
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
預
貯
金
等
の
種
類
）

第
二
十
条

法
第
四
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
預
貯

金
は
、
銀
行
等
に
対
す
る
預
貯
金
と
す
る
。

２

［
同
上
］

［
一
～
三

同
上
］

四

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）

第
二
条
の
十
一
に
規
定
す
る
債
券

［
五
・
六

同
上
］

（
預
貯
金
等
に
よ
る
管
理
に
係
る
届
出
等
）

第
二
十
一
条
の
四

［
略
］

［
２
～
４

略
］

５

法
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
変
更
を
行
う
日
そ
の
他

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
預
貯
金
等
に
よ
る
管
理
に
係
る
届
出
等
）

第
二
十
一
条
の
四

［
同
上
］

［
２
～
４

同
上
］

５

［
同
上
］
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［
一
～
四

略
］

五

当
該
変
更
が
預
貯
金
等
管
理
割
合
を
引
き
下
げ
る
変
更
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
を
行
う
日
に
お
け
る
第
三
種
資
金
移
動
業
に

係
る
履
行
保
証
金
の
額
、
保
全
金
額
、
信
託
財
産
の
額
（
法
第
四
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
財
産
の
額
を
い
う
。
）
、
履
行
保
証
人
債

務
引
受
額
（
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
履
行
保
証
人
債

務
引
受
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
履
行
保
証
人
保
証
額
（
法
第
四

十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
履
行
保
証
人
保
証
額
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
、
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
額
（
法
第
四
十
五
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
て
い
る
信
託
財
産
の

額
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
額

六

［
略
］

６

［
略
］

７

法
第
四
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

四

預
貯
金
等
管
理
終
了
日
に
お
け
る
第
三
種
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行

保
証
金
の
額
、
保
全
金
額
、
信
託
財
産
の
額
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
信
託
財
産
の
額
を
い
う
。
）
、
履
行
保
証
人
債
務
引
受
額

、
履
行
保
証
人
保
証
額
、
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
額
及
び
履
行
保
証
金

弁
済
信
託
契
約
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
て
い
る
信
託
財
産
の
額
又
は
こ
れ

［
一
～
四

同
上
］

五

当
該
変
更
が
預
貯
金
等
管
理
割
合
を
引
き
下
げ
る
変
更
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
を
行
う
日
に
お
け
る
第
三
種
資
金
移
動
業
に

係
る
履
行
保
証
金
の
額
、
保
全
金
額
及
び
信
託
財
産
の
額
又
は
こ
れ
ら

の
見
込
額

六

［
同
上
］

６

［
同
上
］

７

［
同
上
］

［
一
～
三

同
上
］

四

預
貯
金
等
管
理
終
了
日
に
お
け
る
第
三
種
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行

保
証
金
の
額
、
保
全
金
額
及
び
信
託
財
産
の
額
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
額
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ら
の
見
込
額

（
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
の
届
出
）

第
二
十
一
条
の
六

資
金
移
動
業
者
は
、
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り

作
成
し
た
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
届
出
書
に
、
履
行
保
証
人
債
務
引

受
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
及
び
当
該
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
に

お
い
て
履
行
保
証
人
適
格
者
（
当
該
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
の
当
事

者
で
あ
る
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
履
行
保
証
人
適
格
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
第
十
号
の
二
イ
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
引
き
受
け
る
資
金
移
動
業
に
係
る
為
替
取
引
に
関
す
る
債
務
に

係
る
資
金
移
動
業
の
利
用
者
（
債
務
引
受
契
約
資
金
移
動
業
者
（
履
行
保

証
人
債
務
引
受
契
約
を
締
結
す
る
資
金
移
動
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
号

及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
国
内
に
あ
る
利
用
者
に
対
し
て
負
担

す
る
債
務
の
額
と
国
外
に
あ
る
利
用
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
の
額
と

を
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
履
行
保
証
人
債
務

引
受
契
約
に
お
い
て
履
行
保
証
人
適
格
者
が
引
き
受
け
る
資
金
移
動
業
に

係
る
為
替
取
引
に
関
す
る
債
務
に
係
る
資
金
移
動
業
の
利
用
者
の
う
ち
国

内
に
あ
る
利
用
者
。
同
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
債

務
引
受
契
約
利
用
者
」
と
い
う
。
）
の
承
諾
を
得
る
た
め
の
書
面
を
添
付

し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
条
を
加
え
る
。
］
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（
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
の
内
容
）

第
二
十
一
条
の
七

法
第
四
十
五
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
編
第
一
章
第
五
節

第
一
款
に
規
定
す
る
併
存
的
債
務
引
受
で
あ
る
こ
と
。

二

債
務
引
受
契
約
資
金
移
動
業
者
が
法
第
五
十
九
条
第
二
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
措

置
が
と
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
を
除
き
、
履
行
保
証
人
適
格
者
が
債
務
引

受
契
約
利
用
者
に
対
し
て
当
該
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
に
基
づ
き

引
き
受
け
た
債
務
の
弁
済
を
行
う
こ
と
。

三

前
号
の
規
定
に
基
づ
き
弁
済
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
履

行
保
証
人
適
格
者
は
、
債
務
引
受
契
約
利
用
者
に
対
し
て
速
や
か
に
弁

済
を
行
う
こ
と
。

四

次
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
は
、
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約

の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

イ

履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る

直
前
の
算
定
日
に
お
け
る
要
供
託
額
が
、
当
該
算
定
日
に
お
け
る
当

該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
を
下
回
る
場

合
で
あ
っ
て
、
履
行
保
証
人
債
務
引
受
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ

の
下
回
る
額
に
達
す
る
ま
で
の
額
に
係
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業

に
係
る
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行

う
と
き
。

［
条
を
加
え
る
。
］
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ロ

履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
全
部

に
つ
い
て
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
権
利
の
実
行
の
手
続
が
終
了
し

た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
人

債
務
引
受
契
約
の
全
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

ハ

履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
一
部

に
つ
い
て
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
権
利
の
実
行
の
手
続
が
終
了
し

た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
権
利
の
実
行
の
手
続
が
終
了
し
た
日
に
お

け
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
人
債
務
引
受
額
の

範
囲
内
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係

る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
か
ら
同
日
に
お
け
る
当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
履
行
保
証
額
（

同
日
が
営
業
日
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
前
の
営
業
日
に
お
け

る
同
項
に
規
定
す
る
要
履
行
保
証
額
）
を
控
除
し
た
残
額
に
達
す
る

ま
で
の
額
に
係
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
人
債

務
引
受
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

ニ

履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
全
部

を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
為
替
取
引
に
関
し
負
担
す

る
債
務
の
履
行
を
完
了
し
た
場
合
と
し
て
令
第
十
七
条
第
二
項
に
定

め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
、
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る

履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
の
全
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

ホ

履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
一
部

を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
為
替
取
引
に
関
し
負
担
す

25



る
債
務
の
履
行
を
完
了
し
た
場
合
と
し
て
令
第
十
七
条
第
二
項
に
定

め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
、
同
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
日
に
お
け
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行

保
証
人
債
務
引
受
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
種

別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
か
ら
同
日
に
お
け

る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定

す
る
要
履
行
保
証
額
（
同
日
が
営
業
日
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

直
前
の
営
業
日
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
要
履
行
保
証
額
）
を
控

除
し
た
残
額
に
達
す
る
ま
で
の
額
に
係
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業

に
係
る
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行

う
と
き
。

五

金
融
庁
長
官
が
債
務
引
受
契
約
資
金
移
動
業
者
又
は
履
行
保
証
人
適

格
者
に
対
し
て
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
発
し
た
場
合
に

は
、
債
務
引
受
契
約
利
用
者
が
履
行
保
証
人
適
格
者
に
対
し
て
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
く
弁
済
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

（
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
の
全
部
の
解
除
）

第
二
十
一
条
の
八

資
金
移
動
業
者
は
、
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
の
全

部
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
の
二
に
よ
り
作

成
し
た
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
解
除
届
出
書
を
金
融
庁
長
官
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

［
条
を
加
え
る
。
］
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（
履
行
保
証
人
保
証
契
約
の
届
出
）

第
二
十
一
条
の
九

資
金
移
動
業
者
は
、
法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
の
三
に

よ
り
作
成
し
た
履
行
保
証
人
保
証
契
約
届
出
書
に
、
履
行
保
証
人
保
証
契

約
の
締
結
の
委
託
に
係
る
契
約
書
の
写
し
及
び
当
該
委
託
に
基
づ
き
履
行

保
証
人
適
格
者
（
当
該
履
行
保
証
人
保
証
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
法
第
四

十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
履
行
保
証
人
適
格
者
を
い
う
。
次
条
及

び
第
三
十
三
条
第
一
項
第
十
号
の
二
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
締
結
す
る

こ
と
と
な
る
履
行
保
証
人
保
証
契
約
に
係
る
契
約
の
内
容
を
証
す
る
書
面

を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
条
を
加
え
る
。
］

（
履
行
保
証
人
保
証
契
約
の
内
容
）

第
二
十
一
条
の
十

法
第
四
十
五
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
証
契
約
資
金
移
動
業
者
（
そ
の
営
む
資
金
移
動
業
に
係
る
為
替
取

引
に
関
す
る
債
務
に
つ
い
て
締
結
さ
れ
て
い
る
履
行
保
証
人
保
証
契
約

の
締
結
の
委
託
を
し
た
資
金
移
動
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
五
十
九
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
措
置
が
と

ら
れ
な
か
っ
た
場
合
を
除
き
、
履
行
保
証
人
適
格
者
が
当
該
履
行
保
証

人
保
証
契
約
に
お
い
て
保
証
す
る
資
金
移
動
業
に
係
る
為
替
取
引
に
関

す
る
債
務
に
係
る
資
金
移
動
業
の
利
用
者
（
保
証
契
約
資
金
移
動
業
者

［
条
を
加
え
る
。
］
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が
国
内
に
あ
る
利
用
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
の
額
と
国
外
に
あ
る

利
用
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
の
額
と
を
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
履
行
保
証
人
保
証
契
約
に
お
い
て
保
証
す
る

資
金
移
動
業
に
係
る
為
替
取
引
に
関
す
る
債
務
に
係
る
資
金
移
動
業
の

利
用
者
の
う
ち
国
内
に
あ
る
利
用
者
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
「

保
証
契
約
利
用
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
保
証
債
務
の
弁
済
を
行
う

こ
と
。

二

前
号
の
規
定
に
基
づ
き
弁
済
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
履

行
保
証
人
適
格
者
は
、
保
証
契
約
利
用
者
に
対
し
て
速
や
か
に
保
証
債

務
の
弁
済
を
行
う
こ
と
。

三

次
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
は
、
履
行
保
証
人
保
証
契
約
の
全

部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

イ

履
行
保
証
人
保
証
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
直
前

の
算
定
日
に
お
け
る
要
供
託
額
が
、
当
該
算
定
日
に
お
け
る
当
該
種

別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
を
下
回
る
場
合
で

あ
っ
て
、
履
行
保
証
人
保
証
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
下
回
る

額
に
達
す
る
ま
で
の
額
に
係
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履

行
保
証
人
保
証
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

ロ

履
行
保
証
人
保
証
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
全
部
に
つ

い
て
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
権
利
の
実
行
の
手
続
が
終
了
し
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
人
保
証

契
約
の
全
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。
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ハ

履
行
保
証
人
保
証
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
一
部
に
つ

い
て
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
権
利
の
実
行
の
手
続
が
終
了
し
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
権
利
の
実
行
の
手
続
が
終
了
し
た
日
に
お
け
る

当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
人
保
証
額
の
範
囲
内
に

お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
等
合
計
額
か
ら
同
日
に
お
け
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係

る
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
履
行
保
証
額
（
同
日
が
営

業
日
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
前
の
営
業
日
に
お
け
る
同
項
に

規
定
す
る
要
履
行
保
証
額
）
を
控
除
し
た
残
額
に
達
す
る
ま
で
の
額

に
係
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
人
保
証
契
約
の

全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

ニ

履
行
保
証
人
保
証
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
全
部
を
廃

止
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
為
替
取
引
に
関
し
負
担
す
る
債

務
の
履
行
を
完
了
し
た
場
合
と
し
て
令
第
十
七
条
第
二
項
に
定
め
る

場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
、
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行

保
証
人
保
証
契
約
の
全
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

ホ

履
行
保
証
人
保
証
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
一
部
を
廃

止
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
為
替
取
引
に
関
し
負
担
す
る
債

務
の
履
行
を
完
了
し
た
場
合
と
し
て
令
第
十
七
条
第
二
項
に
定
め
る

場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
、
同
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
日
に
お
け
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証

人
保
証
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
種
別
の
資
金
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移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
か
ら
同
日
に
お
け
る
当
該
種

別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
履

行
保
証
額
（
同
日
が
営
業
日
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
前
の
営

業
日
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
要
履
行
保
証
額
）
を
控
除
し
た
残

額
に
達
す
る
ま
で
の
額
に
係
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履

行
保
証
人
保
証
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

四

金
融
庁
長
官
が
保
証
契
約
資
金
移
動
業
者
又
は
履
行
保
証
人
適
格
者

に
対
し
て
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
発
し
た
場
合
に
は
、

保
証
契
約
利
用
者
が
履
行
保
証
人
適
格
者
に
対
し
て
保
証
債
務
の
弁
済

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

（
履
行
保
証
人
保
証
契
約
の
全
部
の
解
除
）

第
二
十
一
条
の
十
一

資
金
移
動
業
者
は
、
そ
の
委
託
に
基
づ
き
締
結
さ
れ

た
履
行
保
証
人
保
証
契
約
の
全
部
が
解
除
さ
れ
る
場
合
（
履
行
保
証
人
保

証
契
約
の
締
結
の
委
託
に
係
る
契
約
の
全
部
が
解
除
さ
れ
る
場
合
を
含
む

。
）
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
の
四
に
よ
り
作
成
し
た
履
行
保

証
人
保
証
契
約
解
除
届
出
書
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

［
条
を
加
え
る
。
］

（
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
の
届
出
）

第
二
十
一
条
の
十
二

資
金
移
動
業
者
は
、
法
第
四
十
五
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
の
五

に
よ
り
作
成
し
た
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
届
出
書
に
、
履
行
保
証
金

［
条
を
加
え
る
。
］
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弁
済
信
託
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
の
内
容
）

第
二
十
一
条
の
十
三

法
第
四
十
五
条
の
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
を
締
結
す
る
資
金
移
動
業
者
（
以
下
こ

の
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
第
九
号
の
二
及
び
第
三
十
五
条
の
二
第
一

項
第
二
号
リ
に
お
い
て
「
弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
」
と
い
う
。

）
を
委
託
者
と
し
、
信
託
会
社
等
を
受
託
者
と
し
、
か
つ
、
当
該
弁
済

信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
が
そ
の
行
う
為
替
取
引
（
履
行
保
証
金
弁
済

信
託
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
者
（
弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者

が
国
内
に
あ
る
利
用
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
の
額
と
国
外
に
あ
る

利
用
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
の
額
と
を
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
が
行
う
為
替

取
引
の
利
用
者
の
う
ち
国
内
に
あ
る
利
用
者
。
第
十
二
号
か
ら
第
十
四

号
ま
で
に
お
い
て
「
弁
済
信
託
契
約
利
用
者
」
と
い
う
。
）
を
信
託
財

産
の
元
本
の
受
益
者
と
す
る
こ
と
。

二

受
益
者
代
理
人
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
の
者
は
、
弁
護
士
、
弁
護
士

法
人
、
弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人
、
公
認
会
計
士
、
監

査
法
人
、
税
理
士
、
税
理
士
法
人
又
は
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
者
（

［
条
を
加
え
る
。
］
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第
五
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に
お
い
て
「
弁
護
士
等
」
と
い
う

。
）
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

複
数
の
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
複
数
の
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
つ
い
て
同
一
の
受
益
者

代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
。

四

弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
が
信
託
会
社

等
に
対
し
て
信
託
財
産
の
運
用
の
指
図
を
行
わ
な
い
こ
と
。

イ

法
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
七

条
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

ロ

法
第
五
十
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
申
立
て
が
行
わ
れ
た
と
き

。
ハ

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
全
部

の
廃
止
（
外
国
資
金
移
動
業
者
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
設
け
た
全
て

の
営
業
所
に
お
け
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
の
廃
止
。
ハ
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
の
全
部
の
廃
止
の
公
告
を
し
た
と
き

。
ニ

法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契

約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
の
命
令
（

同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
を
受
け
た
と
き
。

ホ

金
融
庁
長
官
が
供
託
命
令
を
発
し
た
と
き
。
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五

弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
が
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
弁
護
士
等
で
あ
る
受
益
者

代
理
人
の
み
が
速
や
か
に
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（

当
該
受
益
者
代
理
人
が
、
他
の
受
益
者
代
理
人
が
権
限
を
行
使
す
る
こ

と
を
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

六

金
融
庁
長
官
が
弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
又
は
当
該
履
行
保
証

金
弁
済
信
託
契
約
の
相
手
方
に
対
し
て
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る

命
令
を
発
し
た
と
き
は
、
受
益
者
及
び
受
益
者
代
理
人
が
信
託
会
社
等

に
対
し
て
受
益
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

七

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
（
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
信
託

す
る
も
の
で
あ
っ
て
元
本
の
補
塡
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
る
信
託
財
産
の
運
用
を
行
う
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
運
用
が
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。

イ

国
債
証
券
そ
の
他
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
債
券
の
保
有

ロ

銀
行
等
に
対
す
る
預
貯
金

ハ

次
に
掲
げ
る
方
法

⑴

コ
ー
ル
資
金
の
貸
付
け

⑵

受
託
者
で
あ
る
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
に
対
す
る
銀
行
勘

定
貸

⑶

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
規

定
に
よ
り
元
本
の
補
塡
の
契
約
を
し
た
金
銭
信
託

八

弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
が
信
託
財
産
を
債
券
と
し
、
又
は
履
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行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
る
信
託
財
産
を
前
号
イ

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
運
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
信
託
会
社
等
又

は
弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
が
そ
の
評
価
額
を
第
二
十
一
条
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
。

九

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
が
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金

銭
信
託
契
約
で
元
本
の
補
塡
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
信
託
財

産
の
元
本
の
評
価
額
を
当
該
金
銭
信
託
契
約
の
元
本
額
と
す
る
こ
と
。

十

次
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
は
、
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約

の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

イ

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る

直
前
の
算
定
日
に
お
け
る
要
供
託
額
が
、
当
該
算
定
日
に
お
け
る
当

該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
を
下
回
る
場

合
で
あ
っ
て
、
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ

の
下
回
る
額
に
達
す
る
ま
で
の
額
に
係
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業

に
係
る
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行

う
と
き
。

ロ

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
て
い
る
信
託
財

産
を
当
該
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業

に
係
る
他
の
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
る
信

託
財
産
と
し
て
信
託
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
場
合

ハ

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
全
部
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に
つ
い
て
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
権
利
の
実
行
の
手
続
が
終
了
し

た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金

弁
済
信
託
契
約
の
全
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

ニ

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
一
部

に
つ
い
て
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
権
利
の
実
行
の
手
続
が
終
了
し

た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
権
利
の
実
行
の
手
続
が
終
了
し
た
日
に
お

け
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
額
の

範
囲
内
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係

る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
か
ら
同
日
に
お
け
る
当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
履
行
保
証
額
（

同
日
が
営
業
日
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
前
の
営
業
日
に
お
け

る
同
項
に
規
定
す
る
要
履
行
保
証
額
）
を
控
除
し
た
残
額
に
達
す
る

ま
で
の
額
に
係
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
弁

済
信
託
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

ホ

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
全
部

を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
為
替
取
引
に
関
し
負
担
す

る
債
務
の
履
行
を
完
了
し
た
場
合
と
し
て
令
第
十
七
条
第
二
項
に
定

め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
、
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
の
全
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

ヘ

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
係
る
種
別
の
資
金
移
動
業
の
一
部

を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
為
替
取
引
に
関
し
負
担
す

る
債
務
の
履
行
を
完
了
し
た
場
合
と
し
て
令
第
十
七
条
第
二
項
に
定
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め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
日
に
お
け
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
弁

済
信
託
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
種
別
の
資
金

移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
金
等
合
計
額
か
ら
同
日
に
お
け
る
当
該
種

別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
履

行
保
証
額
（
同
日
が
営
業
日
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
前
の
営

業
日
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
要
履
行
保
証
額
）
を
控
除
し
た
残

額
に
達
す
る
ま
で
の
額
に
係
る
当
該
種
別
の
資
金
移
動
業
に
係
る
履

行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

十
一

前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
の
全
部

又
は
一
部
の
解
除
に
係
る
信
託
財
産
を
弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者

に
帰
属
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
係
る
元
本
の
受
益
権
の
行
使
は
、

弁
護
士
等
で
あ
る
受
益
者
代
理
人
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
、
当
該

受
益
者
代
理
人
が
全
て
の
弁
済
信
託
契
約
利
用
者
に
つ
い
て
一
括
し
て

行
使
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
三

弁
済
信
託
契
約
利
用
者
の
受
益
権
が
弁
護
士
等
で
あ
る
受
益
者
代

理
人
に
よ
り
一
括
し
て
行
使
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
受
益
権
に
係
る

信
託
契
約
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
四

元
本
の
受
益
者
で
あ
る
弁
済
信
託
契
約
利
用
者
ご
と
の
元
本
の
受

益
権
に
相
当
す
る
額
は
、
元
本
の
受
益
権
の
行
使
時
に
お
け
る
元
本
換

価
額
（
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
係
る
信
託
財
産
の
元
本
を
換
価
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し
て
得
ら
れ
る
額
（
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
元
本
の
補
塡
の
契

約
が
あ
る
場
合
に
は
、
元
本
額
）
を
い
う
。
第
十
六
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
額
に
対
す
る
当
該
弁
済
信
託
契
約
利
用

者
に
係
る
個
別
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
必
要
額
（
履
行
保
証
金
弁
済
信

託
額
に
全
て
の
弁
済
信
託
契
約
利
用
者
に
対
す
る
未
達
債
務
の
額
を
合

計
し
た
額
に
対
す
る
当
該
弁
済
信
託
契
約
利
用
者
に
対
す
る
未
達
債
務

の
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
で
あ
っ
て
、
当
該
弁
済
信
託
契
約
利
用

者
に
対
す
る
未
達
債
務
の
額
を
超
え
な
い
額
を
い
う
。
）
の
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
当
該
個
別
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
必
要
額
を

超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
個
別
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
必
要
額
）
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

十
五

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
て
い
る
信
託
財

産
の
額
が
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
額
を
上
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
上
回
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
信
託
財
産
の
元
本
を
弁
済
信

託
契
約
資
金
移
動
業
者
が
信
託
会
社
等
又
は
受
益
者
代
理
人
に
支
払
う

べ
き
報
酬
そ
の
他
一
切
の
費
用
及
び
当
該
信
託
会
社
等
が
信
託
財
産
の

換
価
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

十
六

元
本
換
価
額
の
う
ち
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
額
を
超
え
る
部
分
（

前
号
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
の
元
本
を
弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業

が
信
託
会
社
等
又
は
受
益
者
代
理
人
に
支
払
う
べ
き
報
酬
そ
の
他
一
切

の
費
用
及
び
当
該
信
託
会
社
等
が
信
託
財
産
の
換
価
に
要
す
る
費
用
に

充
て
た
場
合
に
は
当
該
部
分
か
ら
そ
の
充
て
た
額
を
控
除
し
た
部
分
）
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に
つ
い
て
は
、
委
託
者
で
あ
る
弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
に
帰
属

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
七

金
融
庁
長
官
が
信
託
会
社
等
に
対
し
て
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
命
令
を
発
し
た
場
合
に
は
、
当
該
信
託
会
社
等
が
当
該
命
令
に
応

じ
て
遅
滞
な
く
信
託
財
産
を
換
価
し
、
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
供
託

所
に
供
託
す
る
こ
と
。

十
八

信
託
会
社
等
が
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
応
じ
て
供

託
し
た
場
合
に
は
、
当
該
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
を
終
了
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

十
九

前
号
の
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
が
終

了
し
た
と
き
に
お
け
る
残
余
財
産
を
弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
に

帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
の
全
部
の
解
除
）

第
二
十
一
条
の
十
四

資
金
移
動
業
者
は
、
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
の

全
部
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
の
六
に
よ
り

作
成
し
た
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
解
除
届
出
書
を
金
融
庁
長
官
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

［
条
を
加
え
る
。
］

（
金
融
庁
長
官
の
命
令
に
基
づ
く
履
行
保
証
金
の
供
託
）

第
二
十
二
条

法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
き
履
行
保
証
金

の
供
託
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
履
行
保
証
金
保
全
契
約
、
履
行
保
証

（
金
融
庁
長
官
の
命
令
に
基
づ
く
履
行
保
証
金
の
供
託
）

第
二
十
二
条

法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
き
履
行
保
証
金

の
供
託
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
履
行
保
証
金
保
全
契
約
又
は
履
行
保
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金
信
託
契
約
、
履
行
保
証
金
債
務
引
受
契
約
若
し
く
は
履
行
保
証
金
弁
済

信
託
契
約
を
締
結
し
、
又
は
履
行
保
証
人
保
証
契
約
の
締
結
の
委
託
を
し

た
資
金
移
動
業
者
の
本
店
の
最
寄
り
の
供
託
所
に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
供
託
を
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
の
七
に

よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
、
当
該
供
託
に
係
る
供
託
書
正
本
を
添
付
し
て

、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証
金
信
託
契
約
を
締
結
し
た
資
金
移
動
業
者
の
本
店
の
最
寄
り
の
供
託
所

に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
供
託
を
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り

作
成
し
た
届
出
書
に
、
当
該
供
託
に
係
る
供
託
書
正
本
を
添
付
し
て
、
金

融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条
の
二

資
金
移
動
業
者
等
は
、
資
金
移
動
業
の
利
用
者
と
の
間

で
為
替
取
引
を
行
う
と
き
は
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の

他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
特
定
信
託
会
社
に
あ
っ

て
は
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

二

履
行
保
証
金
の
供
託
、
履
行
保
証
金
保
全
契
約
、
履
行
保
証
金
信
託

契
約
、
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
、
履
行
保
証
人
保
証
契
約
又
は
履

行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
の
別
及
び
履
行
保
証
金
保
全
契
約
、
履
行
保

証
金
信
託
契
約
、
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
若
し
く
は
履
行
保
証
金

弁
済
信
託
契
約
を
締
結
し
、
又
は
資
金
移
動
業
者
の
委
託
に
基
づ
き
当

該
資
金
移
動
業
者
の
営
む
資
金
移
動
業
に
係
る
為
替
取
引
に
関
す
る
債

務
に
つ
い
て
履
行
保
証
人
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
（
以
下

こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
履
行
保
証
人
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て

第
二
十
九
条
の
二

［
同
上
］

一

［
同
上
］

二

履
行
保
証
金
の
供
託
、
履
行
保
証
金
保
全
契
約
又
は
履
行
保
証
金
信

託
契
約
の
別
及
び
履
行
保
証
金
保
全
契
約
又
は
履
行
保
証
金
信
託
契
約

を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
契
約
の
相
手
方
の
氏

名
、
商
号
又
は
名
称
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い
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
契
約
の
相
手
方
（

履
行
保
証
人
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

履
行
保
証
人
保
証
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る

履
行
保
証
人
適
格
者
）
の
氏
名
、
商
号
又
は
名
称

二
の
二

履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
若
し
く
は
履
行
保
証
金
弁
済
信
託

契
約
を
締
結
し
、
又
は
履
行
保
証
人
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
契
約
に
基
づ
く
利
用
者
の
権
利
の
行
使
の

方
法
（
履
行
保
証
金
を
供
託
し
、
又
は
履
行
保
証
金
保
全
契
約
若
し
く

は
履
行
保
証
金
信
託
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ

ら
の
方
法
に
基
づ
く
当
該
利
用
者
の
権
利
の
行
使
の
方
法
を
含
む
。
）

［
三
～
六

略
］

２

資
金
移
動
業
者
等
は
、
資
金
移
動
業
の
利
用
者
と
の
間
で
電
子
決
済
手

段
の
発
行
に
よ
る
為
替
取
引
を
行
う
場
合
又
は
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業

者
が
当
該
利
用
者
と
の
間
で
当
該
為
替
取
引
に
係
る
法
第
二
条
第
十
項
第

四
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
同
時
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
の
情
報
も
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

二

前
号
及
び
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

、
当
該
資
金
移
動
業
に
つ
い
て
利
用
者
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

と
な
る
重
要
な
事
由
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

［
号
を
加
え
る
。
］

［
三
～
六

同
上
］

２

［
同
上
］

一

［
同
上
］

二

前
号
及
び
次
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
資
金

移
動
業
に
つ
い
て
利
用
者
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要

な
事
由
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は

、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
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三

［
略
］

３

前
二
項
の
為
替
取
引
に
つ
い
て
当
該
為
替
取
引
に
係
る
電
子
決
済
手
段

等
取
引
業
者
又
は
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
を
所
属
電
子
決
済
手

段
等
取
引
業
者
（
法
第
六
十
三
条
の
二
十
二
の
三
第
一
項
第
七
号
イ
に
規

定
す
る
所
属
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
を
い
う
。
第
二
十
九
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
電
子
決
済
手
段
・
暗
号
資
産
サ
ー
ビ
ス

仲
介
業
者
（
法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
・
暗
号
資

産
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
い
う
。
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
資
金
移
動
業
の
利
用
者
に
対
し
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
情
報

を
提
供
し
た
と
き
は
、
資
金
移
動
業
者
等
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
当
該
規
定
に
よ
り
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
。

三

［
同
上
］

３

前
二
項
の
為
替
取
引
に
つ
い
て
当
該
為
替
取
引
に
係
る
電
子
決
済
手
段

等
取
引
業
者
が
利
用
者
に
対
し
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
情
報
を
提
供
し

た
と
き
は
、
資
金
移
動
業
者
等
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
利

用
者
に
対
し
、
当
該
規
定
に
よ
り
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
十
九
条
の
二
の
二

資
金
移
動
業
者
（
第
一
種
資
金
移
動
業
を
営
む
者

に
限
る
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
一
種
資
金
移
動
業
の
利
用

者
に
対
し
て
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
期
間
を
超
え
て

為
替
取
引
（
第
一
種
資
金
移
動
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
一
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
関
す
る
債
務
を
負
担
す
る
場
合
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る

場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書
面
の

交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

資
金
移
動
業
者
が
そ
の
行
う
為
替
取
引
に
関
し
負
担
す
る
債
務
に
係

［
条
を
加
え
る
。
］
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る
履
行
保
証
金
の
供
託
に
関
す
る
制
度
（
法
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一

号
に
定
め
る
事
項
に
関
す
る
内
容
に
限
る
。
）
の
概
要

二

第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
体
制
の
整
備
に
関
す

る
事
項

（
電
子
決
済
手
段
の
内
容
に
関
す
る
説
明
）

第
二
十
九
条
の
三

［
略
］

２

［
略
］

３

第
一
項
の
為
替
取
引
に
つ
い
て
当
該
為
替
取
引
に
係
る
電
子
決
済
手
段

等
取
引
業
者
又
は
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
を
所
属
電
子
決
済
手

段
等
取
引
業
者
と
す
る
電
子
決
済
手
段
・
暗
号
資
産
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

が
資
金
移
動
業
の
利
用
者
に
対
し
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
第
一
項
に
規

定
す
る
説
明
を
行
っ
た
と
き
は
、
資
金
移
動
業
者
等
は
、
同
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
説
明
を
行
う
こ

と
を
要
し
な
い
。

（
電
子
決
済
手
段
の
内
容
に
関
す
る
説
明
）

第
二
十
九
条
の
三

［
同
上
］

２

［
同
上
］

３

第
一
項
の
為
替
取
引
に
つ
い
て
当
該
為
替
取
引
に
係
る
電
子
決
済
手
段

等
取
引
業
者
が
利
用
者
に
対
し
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
第
一
項
に
規
定

す
る
説
明
を
行
っ
た
と
き
は
、
資
金
移
動
業
者
等
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
説
明
を
行
う
こ
と

を
要
し
な
い
。

（
利
用
者
か
ら
受
け
入
れ
た
資
金
を
原
資
と
し
て
貸
付
け
等
を
行
う
こ
と

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
）

第
三
十
条
の
三

履
行
保
証
金
保
全
契
約
若
し
く
は
履
行
保
証
人
債
務
引
受

契
約
を
締
結
し
、
又
は
そ
の
委
託
に
基
づ
き
そ
の
営
む
資
金
移
動
業
に
係

る
為
替
取
引
に
関
す
る
債
務
に
つ
い
て
履
行
保
証
人
保
証
契
約
が
締
結
さ

れ
て
い
る
資
金
移
動
業
者
は
、
利
用
者
か
ら
受
け
入
れ
た
資
金
を
原
資
と

（
利
用
者
か
ら
受
け
入
れ
た
資
金
を
原
資
と
し
て
貸
付
け
等
を
行
う
こ
と

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
）

第
三
十
条
の
三

履
行
保
証
金
保
全
契
約
を
締
結
し
て
い
る
資
金
移
動
業
者

は
、
利
用
者
か
ら
受
け
入
れ
た
資
金
を
原
資
と
し
て
貸
付
け
又
は
手
形
の

割
引
を
行
う
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
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し
て
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
行
う
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
以
上
の
種
別
の
資
金
移
動
業
を
営
む
場
合
等
に
必
要
な
措
置
）

第
三
十
条
の
四

［
略
］

２

［
略
］

３

資
金
移
動
業
者
（
第
一
種
資
金
移
動
業
及
び
第
二
種
資
金
移
動
業
を
営

む
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
者
か
ら
資
金
（
第
二

種
資
金
移
動
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
資
金
の
う
ち
第
一
種
資
金
移
動
業
に
係
る
為
替
取
引
に
用
い
ら

れ
る
と
認
め
ら
れ
る
資
金
を
第
二
種
資
金
移
動
業
に
係
る
為
替
取
引
に
用

い
ら
れ
る
資
金
と
し
て
受
け
入
れ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

資
金
移
動
業
者
は
、
第
二
種
資
金
移
動
業
に
係
る
為
替
取
引
に
用
い
ら

れ
る
資
金
と
し
て
利
用
者
か
ら
受
け
入
れ
た
資
金
が
第
一
種
資
金
移
動
業

に
係
る
為
替
取
引
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

当
該
資
金
の
額
に
相
当
す
る
額
の
債
務
を
第
一
種
資
金
移
動
業
に
係
る
為

替
取
引
に
関
す
る
債
務
に
変
更
す
る
こ
と
、
当
該
資
金
を
当
該
利
用
者
に

返
還
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
資
金
を
第
二
種
資
金
移
動
業
に
係
る
為
替

取
引
に
用
い
ら
れ
る
資
金
と
し
て
保
有
し
な
い
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
以
上
の
種
別
の
資
金
移
動
業
を
営
む
場
合
等
に
必
要
な
措
置
）

第
三
十
条
の
四

［
同
上
］

２

［
同
上
］

３

資
金
移
動
業
者
（
第
一
種
資
金
移
動
業
及
び
第
二
種
資
金
移
動
業
を
営

む
者
に
限
る
。
）
は
、
利
用
者
か
ら
資
金
（
第
二
種
資
金
移
動
業
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
入
れ
、
第
二
種
資
金
移
動
業
に
係
る
為
替
取
引

に
関
す
る
債
務
を
負
担
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
債
務
を
第
一

種
資
金
移
動
業
に
係
る
為
替
取
引
に
関
す
る
債
務
に
変
更
す
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
項
を
加
え
る
。
］

43



（
そ
の
他
利
用
者
保
護
を
図
る
た
め
の
措
置
等
）

第
三
十
一
条

資
金
移
動
業
者
等
は
、
資
金
移
動
業
の
利
用
者
の
保
護
を
図

り
、
及
び
資
金
移
動
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
、
次

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

六

特
定
信
託
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置

イ

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
う
ち
預
貯

金
に
よ
り
管
理
す
る
部
分
を
令
第
十
六
条
第
一
項
に
定
め
る
要
件
を

満
た
す
銀
行
等
に
対
す
る
預
貯
金
に
よ
り
管
理
す
る
た
め
の
適
切
な

措
置

ロ

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
一
部
を
法

第
二
条
第
九
項
の
債
券
の
保
有
に
よ
り
運
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
信
託
財
産
の
う
ち
当
該
債
券
の
保
有
に
よ
り
運
用
す
る
部
分

を
、
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
条
第
二

項
に
定
め
る
債
券
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
債
券
に
あ
っ
て
は
、
安

全
か
つ
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
の
定
め

る
基
準
を
全
て
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
運
用
す
る
た
め
の

適
切
な
措
置

ハ

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
を
電
子
決
済

手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
条
に
定
め
る
要
件
を
満

（
そ
の
他
利
用
者
保
護
を
図
る
た
め
の
措
置
等
）

第
三
十
一
条

［
同
上
］

［
一
～
五

同
上
］

六

特
定
信
託
会
社
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に

係
る
信
託
財
産
の
全
部
を
令
第
十
六
条
第
一
項
に
定
め
る
要
件
を
満
た

す
銀
行
等
に
対
す
る
預
貯
金
に
よ
り
管
理
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］
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た
す
方
法
に
よ
り
管
理
又
は
運
用
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

（
第
一
種
資
金
移
動
業
に
関
し
負
担
す
る
債
務
の
制
限
）

第
三
十
二
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

［
略
］

二

資
金
を
移
動
す
る
日
（
資
金
を
移
動
す
る
日
を
特
定
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
金
を
移
動
す
る
期
限
）

三

［
略
］

２

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

第
一
種
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
若
し
く
は

履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
を
締
結
し
、
又
は
そ
の
委
託
に
基
づ
き
そ

の
営
む
第
一
種
資
金
移
動
業
に
係
る
履
行
保
証
人
保
証
契
約
が
締
結
さ

れ
て
い
る
資
金
移
動
業
者
（
第
一
種
資
金
移
動
業
を
営
む
者
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
資
金
移
動
業
者
に
つ
い
て

破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
等
が
行
わ
れ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
の
契
約
に

よ
り
為
替
取
引
（
第
一
種
資
金
移
動
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関

（
第
一
種
資
金
移
動
業
に
関
し
負
担
す
る
債
務
の
制
限
）

第
三
十
二
条
の
二

［
同
上
］

一

［
同
上
］

二

資
金
を
移
動
す
る
日

三

［
同
上
］

２

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は

、
資
金
の
移
動
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
（
利
用

者
か
ら
指
図
を
受
け
た
資
金
の
移
動
先
に
誤
り
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
資

金
移
動
業
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
資
金
を
移

動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
当
該
事
由
を
解
消
す
る
た
め
に
必
要

な
期
間
を
含
む
。
）
と
す
る
。

［
号
を
加
え
る
。
］
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46 

す
る
債
務
の
全
部
を
早
期
か
つ
確
実
に
当
該
資
金
移
動
業
の
利
用
者
に

弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
場
合

資
金
の
移
動
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
に
利

用
者
の
利
便
の
向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
期
間
を
加
え
た
期
間
で
あ

っ
て
、
二
月
を
超
え
な
い
期
間
（
利
用
者
か
ら
指
図
を
受
け
た
資
金
の

移
動
先
に
誤
り
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
資
金
移
動
業
者
の
責
め
に
帰
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
資
金
を
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
は
、
当
該
期
間
に
当
該
事
由
を
解
消
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間

を
加
え
た
期
間
）

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

資
金
の
移
動
に
関
す
る
事
務
を

処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
（
利
用
者
か
ら
指
図
を
受
け
た
資
金
の

移
動
先
に
誤
り
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
資
金
移
動
業
者
の
責
め
に
帰
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
資
金
を
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
、
当
該
事
由
を
解
消
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
を
含
む
。
）

［
号
を
加
え
る
。
］

（
資
金
移
動
業
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
）

第
三
十
二
条
の
四

法
第
五
十
一
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
苦
情
処
理
措

置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る

。一

次
に
掲
げ
る
全
て
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

イ

資
金
移
動
業
関
連
苦
情
（
法
第
百
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動

（
資
金
移
動
業
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
）

第
三
十
二
条
の
四

［
同
上
］

一

［
同
上
］

イ

資
金
移
動
業
関
連
苦
情
（
法
第
百
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動



業
等
関
連
苦
情
の
う
ち
法
第
二
条
第
二
十
八
項
（
法
第
三
十
七
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
務
（
法
第

三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
特
定
資
金
移
動
業
務
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

関
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る

業
務
運
営
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

［
ロ
・
ハ

略
］

［
二
～
五

略
］

２

法
第
五
十
一
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
措
置
と
し
て
内
閣

府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
会
則
若
し
く
は
当
該
会
則
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

規
則
に
規
定
す
る
機
関
に
お
け
る
あ
っ
せ
ん
又
は
当
該
機
関
に
お
け
る

仲
裁
手
続
に
よ
り
資
金
移
動
業
関
連
紛
争
（
法
第
百
一
条
第
一
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る

資
金
移
動
業
等
関
連
紛
争
の
う
ち
法
第
二
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る

資
金
移
動
業
務
に
関
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

［
二
～
四

略
］

３

［
略
］

業
等
関
連
苦
情
の
う
ち
法
第
二
条
第
二
十
五
項
（
法
第
三
十
七
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
務
（
法
第

三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
特
定
資
金
移
動
業
務
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

関
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る

業
務
運
営
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

［
ロ
・
ハ

同
上
］

［
二
～
五

同
上
］

２

［
同
上
］

一

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
会
則
若
し
く
は
当
該
会
則
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

規
則
に
規
定
す
る
機
関
に
お
け
る
あ
っ
せ
ん
又
は
当
該
機
関
に
お
け
る

仲
裁
手
続
に
よ
り
資
金
移
動
業
関
連
紛
争
（
法
第
百
一
条
第
一
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る

資
金
移
動
業
等
関
連
紛
争
の
う
ち
法
第
二
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る

資
金
移
動
業
務
に
関
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

［
二
～
四

同
上
］

３

［
同
上
］
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（
資
金
移
動
業
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
）

第
三
十
三
条

法
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
に
関
す
る
帳
簿
書

類
は
、
次
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

九
の
二

弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
各

算
定
日
に
お
け
る
資
金
移
動
業
の
種
別
ご
と
の
履
行
保
証
金
弁
済
信
託

契
約
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
て
い
る
信
託
財
産
の
額
の
記
録

十

［
略
］

十
の
二

履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
若
し
く
は
履
行
保
証
金
弁
済
信
託

契
約
を
締
結
し
、
又
は
そ
の
委
託
に
基
づ
き
そ
の
営
む
資
金
移
動
業
に

係
る
為
替
取
引
に
関
す
る
債
務
に
つ
い
て
履
行
保
証
人
保
証
契
約
が
締

結
さ
れ
て
い
る
資
金
移
動
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
額
の
記
録

イ

各
営
業
日
に
お
け
る
各
利
用
者
に
対
し
て
負
担
す
る
為
替
取
引
に

関
す
る
債
務
の
う
ち
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
に
基
づ
き
履
行
保

証
人
適
格
者
が
引
き
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
債
務
の
額
の
記
録

ロ

各
営
業
日
に
お
け
る
各
利
用
者
に
対
し
て
負
担
す
る
為
替
取
引
に

関
す
る
債
務
の
う
ち
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
基
づ
き
信
託
さ

れ
る
信
託
財
産
を
も
っ
て
弁
済
に
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
債
務

の
額
の
記
録

ハ

各
営
業
日
に
お
け
る
各
利
用
者
に
対
し
て
負
担
す
る
為
替
取
引
に

（
資
金
移
動
業
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
）

第
三
十
三
条

［
同
上
］

［
一
～
九

同
上
］

［
号
を
加
え
る
。
］

十

［
同
上
］

［
号
を
加
え
る
。
］
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関
す
る
債
務
の
う
ち
履
行
保
証
人
保
証
契
約
に
基
づ
き
履
行
保
証
人

適
格
者
が
保
証
し
て
い
る
債
務
の
額
の
記
録

十
一

特
定
信
託
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
記
録

［
イ
・
ロ

略
］

ハ

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
一
部
を
法

第
二
条
第
九
項
の
債
券
の
保
有
に
よ
り
運
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
各
営
業
日
に
お
け
る
当
該
債
券
の
種
類
並
び
に
種
類
ご
と
の
額
面

金
額
の
総
額
及
び
時
価
の
総
額
の
記
録

２

［
略
］

十
一

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

２

［
同
上
］

（
報
告
書
の
添
付
書
類
）

第
三
十
五
条
の
二

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一

［
略
］

二

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る

書
類

［
イ
～
ニ

略
］

ホ

報
告
対
象
期
間
の
末
日
（
ホ
及
び
リ
並
び
に
次
項
第
二
号
に
お
い

て
「
報
告
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
信
託
契
約
資
金
移
動
業

者
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
信
託
会
社
等
が
発
行
す
る
当
該
報
告
書
に

係
る
報
告
基
準
日
に
お
け
る
信
託
財
産
の
額
を
証
明
す
る
書
面

（
報
告
書
の
添
付
書
類
）

第
三
十
五
条
の
二

［
同
上
］

一

［
同
上
］

二

［
同
上
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

報
告
対
象
期
間
の
末
日
（
ホ
及
び
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
報
告

基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
で
あ
っ

た
場
合
に
は
、
信
託
会
社
等
が
発
行
す
る
当
該
報
告
書
に
係
る
報
告

基
準
日
に
お
け
る
信
託
財
産
の
額
を
証
明
す
る
書
面
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へ

報
告
対
象
期
間
に
履
行
保
証
人
債
務
引
受
契
約
の
内
容
の
変
更
又

は
更
新
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
若
し
く
は
更
新
に
係
る
契
約

書
又
は
当
該
変
更
若
し
く
は
更
新
を
し
た
旨
を
証
す
る
書
面
の
写
し

ト

報
告
対
象
期
間
に
履
行
保
証
人
保
証
契
約
又
は
履
行
保
証
人
保
証

契
約
の
締
結
の
委
託
に
係
る
契
約
の
内
容
が
変
更
又
は
更
新
さ
れ
た

場
合
に
は
、
当
該
変
更
若
し
く
は
更
新
に
係
る
契
約
書
又
は
当
該
変

更
若
し
く
は
更
新
が
さ
れ
た
旨
を
証
す
る
書
面
の
写
し

チ

報
告
対
象
期
間
に
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
の
内
容
の
変
更
又

は
更
新
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
若
し
く
は
更
新
に
係
る
契
約

書
又
は
当
該
変
更
若
し
く
は
更
新
を
し
た
旨
を
証
す
る
書
面
の
写
し

リ

報
告
基
準
日
に
お
い
て
弁
済
信
託
契
約
資
金
移
動
業
者
で
あ
っ
た

場
合
に
は
、
信
託
会
社
等
が
発
行
す
る
当
該
報
告
書
に
係
る
報
告
基

準
日
に
お
け
る
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
契
約
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
て

い
る
信
託
財
産
の
額
を
証
明
す
る
書
面

２

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書

類
と
す
る
。

一

［
略
］

二

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る

書
類

イ

前
項
第
二
号
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

［
ロ
～
ニ

略
］

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

２

［
同
上
］

一

［
同
上
］

二

［
同
上
］

イ

前
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

［
ロ
～
ニ

同
上
］
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３

金
融
庁
長
官
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
資
金
移
動
業
者
に

対
し
、
第
一
項
第
二
号
イ
の
供
託
書
正
本
又
は
同
号
ハ
、
ニ
、
へ
、
ト
若

し
く
は
チ
の
契
約
書
（
ト
の
契
約
書
に
つ
い
て
は
、
履
行
保
証
人
保
証
契

約
の
締
結
の
委
託
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
正
本
の
提
出
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

金
融
庁
長
官
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
資
金
移
動
業
者
に

対
し
、
第
一
項
第
二
号
イ
の
供
託
書
正
本
又
は
同
号
ハ
若
し
く
は
ニ
の
契

約
書
の
正
本
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
履
行
保
証
金
の
供
託
等
に
係
る
特
例
の
適
用
を
受
け
る
旨
の
届
出
等
）

第
三
十
六
条
の
二

［
略
］

２

法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

六

特
例
適
用
開
始
日
（
法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例

適
用
開
始
日
を
い
う
。
）
に
お
け
る
特
例
対
象
資
金
移
動
業
に
係
る
履

行
保
証
金
の
額
、
保
全
金
額
、
信
託
財
産
の
額
（
法
第
四
十
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
信
託
財
産
の
額
を
い
う
。
）
、
履
行
保
証
人
債
務
引
受

額
、
履
行
保
証
人
保
証
額
、
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
額
及
び
履
行
保
証

金
弁
済
信
託
契
約
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
て
い
る
信
託
財
産
の
額
又
は
こ

れ
ら
の
見
込
額

３

［
略
］

４

法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

（
履
行
保
証
金
の
供
託
等
に
係
る
特
例
の
適
用
を
受
け
る
旨
の
届
出
等
）

第
三
十
六
条
の
二

［
同
上
］

２

［
同
上
］

［
一
～
五

同
上
］

六

特
例
適
用
開
始
日
（
法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例

適
用
開
始
日
を
い
う
。
）
に
お
け
る
特
例
対
象
資
金
移
動
業
に
係
る
履

行
保
証
金
の
額
、
保
全
金
額
及
び
信
託
財
産
の
額
又
は
こ
れ
ら
の
見
込

額

３

［
同
上
］

４

［
同
上
］

［
一
・
二

同
上
］
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三

特
例
適
用
終
了
日
（
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例

適
用
終
了
日
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
特
例
適
用

終
了
資
金
移
動
業
（
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例
適

用
終
了
資
金
移
動
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
履
行

保
証
金
の
額
、
保
全
金
額
、
信
託
財
産
の
額
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
信
託
財
産
の
額
を
い
う
。
）
、
履
行
保
証
人
債
務
引
受
額

、
履
行
保
証
人
保
証
額
、
履
行
保
証
金
弁
済
信
託
額
及
び
履
行
保
証
金

弁
済
信
託
契
約
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
て
い
る
信
託
財
産
の
額
又
は
こ
れ

ら
の
見
込
額

５

［
略
］

三

特
例
適
用
終
了
日
（
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例

適
用
終
了
日
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
特
例
適
用

終
了
資
金
移
動
業
（
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例
適

用
終
了
資
金
移
動
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
履
行

保
証
金
の
額
、
保
全
金
額
及
び
信
託
財
産
の
額
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
額

５

［
同
上
］

（
履
行
保
証
金
の
供
託
等
に
係
る
特
例
を
適
用
す
る
場
合
の
規
定
の
読
替

え
）

第
三
十
六
条
の
三

法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
資
金
移
動

業
者
が
特
例
対
象
資
金
移
動
業
に
つ
い
て
一
括
供
託
（
同
条
第
五
項
第
四

号
に
規
定
す
る
一
括
供
託
を
い
う
。
）
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該

特
例
対
象
資
金
移
動
業
に
つ
い
て
の
第
十
一
条
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十

九
条
、
第
二
十
一
条
の
六
、

第
二
十
一
条
の
七
、
第
二
十
一
条
の
九
、

第
二
十
一
条
の
十
、
第
二
十
一
条
の
十
三
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
履
行
保
証
金
の
供
託
等
に
係
る
特
例
を
適
用
す
る
場
合
の
規
定
の
読
替

え
）

第
三
十
六
条
の
三

法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
資
金
移
動

業
者
が
特
例
対
象
資
金
移
動
業
に
つ
い
て
一
括
供
託
（
同
条
第
五
項
第
四

号
に
規
定
す
る
一
括
供
託
を
い
う
。
）
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該

特
例
対
象
資
金
移
動
業
に
つ
い
て
の
第
十
一
条
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十

九
条
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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［
略
］

第
十
一
条
第
七
項

第
四
十
三
条
第
一
項

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
四
十
三
条
第

一
項

第
四
十
七
条
第
一
号

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
四
十
七
条
第

一
号

第
四
十
四
条

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
四
十
四
条

第
四
十
五
条
第
一
項

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
四
十
五
条
第

一
項

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
同
上
］

［
同
上
］
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第
四
十
五
条
の
三
第

一
項

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
四
十
五
条
の

三
第
一
項

第
四
十
五
条
の
四
第

一
項

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
四
十
五
条
の

四
第
一
項

第
四
十
五
条
の
五
第

一
項

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
四
十
五
条
の

五
第
一
項

第
十
四
条
の
二

第
十
五
条

第
十
七
条
の
三
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
同
上
］
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令
第
十
五
条

第
十
四
条
の
二
第
一

号

履
行
保
証
金
保
全
契

約
に
係
る
種
別
の
資

金
移
動
業
に
係
る
直

前
の
算
定
日
（
令
第

十
七
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
算
定

日
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

直
前
の
基
準
日
等
（

法
第
五
十
八
条
の
二

第
五
項
第
二
号
に
規

定
す
る
基
準
日
等
を

い
う
。
第
十
九
条
第

八
号
イ
、
第
二
十
一

条
の
七
第
四
号
イ
、

第
二
十
一
条
の
十
第

三
号
イ
及
び
第
二
十

一
条
の
十
三
第
十
号

イ
に
お
い
て
同
じ
。

）

［
略
］

［
略
］

第
十
九
条
第
八
号
ヘ

［
略
］

第
二
十
一
条
の
六

第
四
十
五
条
の
三
第

一
項

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
四
十
五
条
の

［
同
上
］

［
同
上
］

直
前
の
基
準
日
等
（

法
第
五
十
八
条
の
二

第
五
項
第
二
号
に
規

定
す
る
基
準
日
等
を

い
う
。
第
十
九
条
第

八
号
イ
に
お
い
て
同

じ
。
）

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
項
を
加
え
る
。
］
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三
第
一
項

第
二
十
一
条
の
七
第

四
号
イ

履
行
保
証
人
債
務
引

受
契
約
に
係
る
種
別

の
資
金
移
動
業
に
係

る
直
前
の
算
定
日

直
前
の
基
準
日
等

当
該
算
定
日

当
該
基
準
日
等

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
等
合
計
額

履
行
保
証
金
等
合
計

額

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
債
務
引
受
契
約

履
行
保
証
人
債
務
引

受
契
約

第
二
十
一
条
の
七
第

四
号
ロ

履
行
保
証
人
債
務
引

受
契
約
に
係
る
種
別

の
資
金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

［
項
を
加
え
る
。
］

［
項
を
加
え
る
。
］
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第
五
十
九
条
第
一
項

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
五
十
九
条
第

一
項

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
債
務
引
受
契
約

履
行
保
証
人
債
務
引

受
契
約

第
二
十
一
条
の
七
第

四
号
ハ

履
行
保
証
人
債
務
引

受
契
約
に
係
る
種
別

の
資
金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

第
五
十
九
条
第
一
項

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
五
十
九
条
第

一
項

当
該
種
別
の
資
金
移

履
行
保
証
人
債
務
引

［
項
を
加
え
る
。
］
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動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
債
務
引
受
額

受
額

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
等
合
計
額

履
行
保
証
金
等
合
計

額

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
法
第
四

十
三
条
第
二
項

法
第
五
十
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
法
第
四
十
三
条

第
二
項

を
控
除
し
た

の
総
額
（
法
第
五
十

八
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
法
第

四
十
三
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
政
令
で
定
め
る
額

以
上
の
額
に
相
当
す
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る
額
の
履
行
保
証
金

を
供
託
し
て
い
る
資

金
移
動
業
者
に
あ
っ

て
は
、
当
該
政
令
で

定
め
る
額
）
を
控
除

し
た

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
債
務
引
受
契
約

履
行
保
証
人
債
務
引

受
契
約

第
二
十
一
条
の
七
第

四
号
ニ

履
行
保
証
人
債
務
引

受
契
約
に
係
る
種
別

の
資
金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
債
務
引
受
契
約

履
行
保
証
人
債
務
引

受
契
約

第
二
十
一
条
の
七
第

四
号
ホ

履
行
保
証
人
債
務
引

受
契
約
に
係
る
種
別

特
例
対
象
資
金
移
動

業

［
項
を
加
え
る
。
］

［
項
を
加
え
る
。
］
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の
資
金
移
動
業

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
債
務
引
受
額

履
行
保
証
人
債
務
引

受
額

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
等
合
計
額

履
行
保
証
金
等
合
計

額

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
法
第
四

十
三
条
第
二
項

法
第
五
十
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
法
第
四
十
三
条

第
二
項

を
控
除
し
た

の
総
額
（
法
第
五
十

八
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
法
第

四
十
三
条
第
一
項
た
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だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
政
令
で
定
め
る
額

以
上
の
額
に
相
当
す

る
額
の
履
行
保
証
金

を
供
託
し
て
い
る
資

金
移
動
業
者
に
あ
っ

て
は
、
当
該
政
令
で

定
め
る
額
）
を
控
除

し
た

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
債
務
引
受
契
約

履
行
保
証
人
債
務
引

受
契
約

第
二
十
一
条
の
九

第
四
十
五
条
の
四
第

一
項

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
四
十
五
条
の

四
第
一
項

第
二
十
一
条
の
十
第

履
行
保
証
人
保
証
契

直
前
の
基
準
日
等

［
項
を
加
え
る
。
］

［
項
を
加
え
る
。
］
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三
号
イ

約
に
係
る
種
別
の
資

金
移
動
業
に
係
る
直

前
の
算
定
日

当
該
算
定
日

当
該
基
準
日
等

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
等
合
計
額

履
行
保
証
金
等
合
計

額

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
保
証
契
約

履
行
保
証
人
保
証
契

約

第
二
十
一
条
の
十
第

三
号
ロ

履
行
保
証
人
保
証
契

約
に
係
る
種
別
の
資

金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

第
五
十
九
条
第
一
項

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

［
項
を
加
え
る
。
］
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る
法
第
五
十
九
条
第

一
項

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
保
証
契
約

履
行
保
証
人
保
証
契

約

第
二
十
一
条
の
十
第

三
号
ハ

履
行
保
証
人
保
証
契

約
に
係
る
種
別
の
資

金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

第
五
十
九
条
第
一
項

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
五
十
九
条
第

一
項

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
保
証
額

履
行
保
証
人
保
証
額

当
該
種
別
の
資
金
移

履
行
保
証
金
等
合
計

［
項
を
加
え
る
。
］
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動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
等
合
計
額

額

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
法
第
四

十
三
条
第
二
項

法
第
五
十
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
法
第
四
十
三
条

第
二
項

を
控
除
し
た

の
総
額
（
法
第
五
十

八
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
法
第

四
十
三
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
政
令
で
定
め
る
額

以
上
の
額
に
相
当
す

る
履
行
保
証
金
を
供

託
し
て
い
る
資
金
移

動
業
者
に
あ
っ
て
は

、
当
該
政
令
で
定
め

る
額
）
を
控
除
し
た
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当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
保
証
契
約

履
行
保
証
人
保
証
契

約

第
二
十
一
条
の
十
第

三
号
ニ

履
行
保
証
人
保
証
契

約
に
係
る
種
別
の
資

金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
保
証
契
約

履
行
保
証
人
保
証
契

約

第
二
十
一
条
の
十
第

三
号
ホ

履
行
保
証
人
保
証
契

約
に
係
る
種
別
の
資

金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
保
証
額

履
行
保
証
人
保
証
額

当
該
種
別
の
資
金
移

履
行
保
証
金
等
合
計

［
項
を
加
え
る
。
］

［
項
を
加
え
る
。
］
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動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
等
合
計
額

額

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
法
第
四

十
三
条
第
二
項

法
第
五
十
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
法
第
四
十
三
条

第
二
項

を
控
除
し
た

の
総
額
（
法
第
五
十

八
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
法
第

四
十
三
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
政
令
で
定
め
る
額

以
上
の
額
に
相
当
す

る
額
の
履
行
保
証
金

を
供
託
し
て
い
る
資

金
移
動
業
者
に
あ
っ

て
は
、
当
該
政
令
で
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定
め
る
額
）
を
控
除

し
た

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
人
保
証
契
約

履
行
保
証
人
保
証
契

約

第
二
十
一
条
の
十
三

第
一
号

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約
に
係
る
種
別

の
資
金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

第
二
十
一
条
の
十
三

第
四
号
ハ

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約
に
係
る
種
別

の
資
金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業

当
該
特
例
対
象
資
金

移
動
業

第
二
十
一
条
の
十
三

第
四
号
ニ

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約
に
係
る
種
別

の
資
金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

第
二
十
一
条
の
十
三

履
行
保
証
金
弁
済
信

直
前
の
基
準
日
等

［
項
を
加
え
る
。
］

［
項
を
加
え
る
。
］

［
項
を
加
え
る
。
］

［
項
を
加
え
る
。
］
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第
十
号
イ

託
契
約
に
係
る
種
別

の
資
金
移
動
業
に
係

る
直
前
の
算
定
日

当
該
算
定
日

当
該
基
準
日
等

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
等
合
計
額

履
行
保
証
金
等
合
計

額

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
弁
済
信
託
契
約

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約

第
二
十
一
条
の
十
三

第
十
号
ロ

当
該
履
行
保
証
金
弁

済
信
託
契
約
に
係
る

種
別
の
資
金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

第
二
十
一
条
の
十
三

第
十
号
ハ

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約
に
係
る
種
別

の
資
金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

［
項
を
加
え
る
。
］

［
項
を
加
え
る
。
］
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第
五
十
九
条
第
一
項

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
五
十
九
条
第

一
項

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
弁
済
信
託
契
約

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約

第
二
十
一
条
の
十
三

第
十
号
ニ

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約
に
係
る
種
別

の
資
金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

第
五
十
九
条
第
一
項

第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
五
十
九
条
第

一
項

当
該
種
別
の
資
金
移

履
行
保
証
金
弁
済
信

［
項
を
加
え
る
。
］
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動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
弁
済
信
託
額

託
額

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
等
合
計
額

履
行
保
証
金
等
合
計

額

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
法
第
四

十
三
条
第
二
項

法
第
五
十
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
法
第
四
十
三
条

第
二
項

を
控
除
し
た

の
総
額
（
法
第
五
十

八
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
法
第

四
十
三
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
政
令
で
定
め
る
額

以
上
の
額
に
相
当
す
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る
額
の
履
行
保
証
金

を
供
託
し
て
い
る
資

金
移
動
業
者
に
あ
っ

て
は
、
当
該
政
令
で

定
め
る
額
）
を
控
除

し
た

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
弁
済
信
託
契
約

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約

第
二
十
一
条
の
十
三

第
十
号
ホ

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約
に
係
る
種
別

の
資
金
移
動
業

特
例
対
象
資
金
移
動

業

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
弁
済
信
託
契
約

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約

第
二
十
一
条
の
十
三

第
十
号
ヘ

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約
に
係
る
種
別

特
例
対
象
資
金
移
動

業

［
項
を
加
え
る
。
］

［
項
を
加
え
る
。
］

71



の
資
金
移
動
業

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
弁
済
信
託
額

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
額

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
等
合
計
額

履
行
保
証
金
等
合
計

額

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
法
第
四

十
三
条
第
二
項

法
第
五
十
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
法
第
四
十
三
条

第
二
項

を
控
除
し
た

の
総
額
（
法
第
五
十

八
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
法
第

四
十
三
条
第
一
項
た
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だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
政
令
で
定
め
る
額

以
上
の
額
に
相
当
す

る
額
の
履
行
保
証
金

を
供
託
し
て
い
る
資

金
移
動
業
者
に
あ
っ

て
は
、
当
該
政
令
で

定
め
る
額
）
を
控
除

し
た

当
該
種
別
の
資
金
移

動
業
に
係
る
履
行
保

証
金
弁
済
信
託
契
約

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約

第
三
十
三
条
第
一
項

第
八
号

資
金
移
動
業
の
種
別

ご
と
の
履
行
保
証
金

特
例
対
象
資
金
移
動

業
に
係
る
履
行
保
証

金

第
三
十
三
条
第
一
項

第
九
号

資
金
移
動
業
の
種
別

ご
と
の
信
託
財
産
の

額

特
例
対
象
資
金
移
動

業
に
係
る
信
託
財
産

の
額

［
同
上
］

［
同
上
］
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第
三
十
三
条
第
一
項

第
九
号
の
二

資
金
移
動
業
の
種
別

ご
と
の
履
行
保
証
金

弁
済
信
託
契
約

履
行
保
証
金
弁
済
信

託
契
約

［
項
を
加
え
る
。
］
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別紙様式第１号（第３条の６第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 

  年  月  日 

財務（支）局長 殿 

（郵便番号  －  ） 

届出者 住    所 

電話番号（  ）  － 

商    号 

代表者の 

氏  名 

届  出  書 

 特定資金移動業を営むため、資金決済に関する法律第 37 条の２

第３項の規定により届け出ます。この届出書及び添付書類の記載

事項は、事実に相違ありません。 

（記載上の注意） 

［略］ 

［（第２面）・（第３面） 略］ 

（第４面） 

８．特定資金移動業の内容及び方法 

⑴ 特定資金移動業の内容及び方法

［略］ 

特
定
信
託
口
口
座

に
関
す
る
事
項

⑴ 特定信託口口座のある

銀行等の商号又は名称

⑵ 特定信託口口座に係る

営業所又は事務所の名称

及び所在地

⑶ 特定信託口口座の種類

別紙様式第１号（第３条の６第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 

  年  月  日 

財務（支）局長 殿 

（郵便番号  －  ） 

届出者 住    所 

電話番号（  ）  － 

商    号 

代表者の 

氏  名 

届  出  書 
 特定資金移動業を営むため、資金決済に関する法律第 37 条の２

第３項の規定により届け出ます。この届出書及び添付書類の記載

事項は、事実に相違ありません。 

（記載上の注意） 

［同左］ 

［（第２面）・（第３面） 同左］ 

（第４面） 

８．特定資金移動業の内容及び方法 

⑴ 特定資金移動業の内容及び方法

［同左］ 

特
定
信
託
口
口
座

に
関
す
る
事
項

口
座
に
関
す

⑴ 特定信託口口座のある

銀行等の商号又は名称

⑵ 特定信託口口座に係る

営業所又は事務所の名称

及び所在地

⑶ 特定信託口口座の名義
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⑷ 特定信託口口座の名義

⑸ 特定信託口口座の口座

番号その他の当該特定信

託口口座を特定するため

に必要な事項

特定信託受益権に係る信託財産の

管理又は運用の方法 

（記載上の注意） 

［１．～９. 略］ 

10．「特定信託口口座の種類」は、円建てで発行される場合に

は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第３条第３項第

１号イ⑴又は⑵の別を、外貨建てで発行される場合には同項

第２号イ⑴又は⑵の別をそれぞれ記載すること。 

11．「特定信託受益権に係る信託財産の管理又は運用の方法」

は、円建てで発行される場合には電子決済手段等取引業者に

関する内閣府令第３条第３項第１号イに規定する信託財産の

管理又は運用の方法及び信託財産のうち同号イ⑴に規定する

預金又は貯金により管理する額の当該信託財産の総額に占め

る割合を、外貨建てで発行される場合には同項第２号イに規

定する信託財産の管理又は運用の方法及び信託財産のうち同

号イ⑴に規定する外貨預金又は外貨貯金により管理する額の

当該信託財産の総額に占める割合をそれぞれ記載すること。 

12．［略］ 

［（第５面）～（第９面） 略］ 

別紙様式第１号の２（第３条の６第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 

  年  月  日 

⑷ 特定信託口口座の口座

番号その他の当該特定信

託口口座を特定するため

に必要な事項

（記載上の注意） 

［１．～９. 同左］ 

［加える。］ 

［加える。］ 

10．［同左］ 

［（第５面）～（第９面） 同左］ 

別紙様式第１号の２（第３条の６第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 

  年  月  日 
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財務（支）局長   殿 

（郵便番号  －  ） 

届出者 住    所  

電話番号（  ）  － 

商    号 

代表者の氏名 

国内における 

代表者の氏名 

届  出  書 

 特定資金移動業を営むため、資金決済に関する法律第 37 条の２

第３項の規定により届け出ます。この届出書及び添付書類の記載

事項は、事実に相違ありません。 

（記載上の注意） 

［略］ 

［（第２面）・（第３面） 略］ 

（第４面） 

10．特定資金移動業の内容及び方法 

⑴ 特定資金移動業の内容及び方法

［略］ 

特
定
信
託
口
口
座
に
関

す
る
事
項

⑴ 特定信託口口座のある

銀行等の商号又は名称

⑵ 特定信託口口座に係る

営業所又は事務所の名称

及び所在地

⑶ 特定信託口口座の種類

⑷ 特定信託口口座の名義

財務（支）局長   殿 

（郵便番号  －  ） 

届出者 住    所  

電話番号（  ）  － 

商    号 

代表者の氏名 

国内における 

代表者の氏名 

届  出  書 
 特定資金移動業を営むため、資金決済に関する法律第 37 条の２

第３項の規定により届け出ます。この届出書及び添付書類の記載

事項は、事実に相違ありません。 

（記載上の注意） 

［同左］ 

［（第２面）・（第３面） 同左］ 

（第４面） 

10．特定資金移動業の内容及び方法 

⑴ 特定資金移動業の内容及び方法

［同左］ 

特
定
信
託
口
口
座
に
関

す
る
事
項

項 ⑴ 特定信託口口座のある

銀行等の商号又は名称

⑵ 特定信託口口座に係る

営業所又は事務所の名称

及び所在地

⑶ 特定信託口口座の名義

⑷ 特定信託口口座の口座
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⑸ 特定信託口口座の口座

番号その他の当該特定信

託口口座を特定するため

に必要な事項

特定信託受益権に係る信託財産の

管理又は運用の方法 

（記載上の注意） 

［１．～９. 略］ 

10．「特定信託口口座の種類」は、円建てで発行される場合に

は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第３条第３項第

１号イ⑴又は⑵の別を、外貨建てで発行される場合には同項

第２号イ⑴又は⑵の別をそれぞれ記載すること。 

11．「特定信託受益権に係る信託財産の管理又は運用の方法」

は、円建てで発行される場合には電子決済手段等取引業者に

関する内閣府令第３条第３項第１号イに規定する信託財産の

管理又は運用の方法及び信託財産のうち同号イ⑴に規定する

預金又は貯金により管理する額の当該信託財産の総額に占め

る割合を、外貨建てで発行される場合には同項第２号イに規

定する信託財産の管理又は運用の方法及び信託財産のうち同

号イ⑴に規定する外貨預金又は外貨貯金により管理する額の

当該信託財産の総額に占める割合をそれぞれ記載すること。 

12．［略］ 

［（第５面）～（第９面） 略］ 

別紙様式第９号の３（第９条の２関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

業務実施計画 

［表略］ 

（記載上の注意） 

番号その他の当該特定信

託口口座を特定するため

に必要な事項 

（記載上の注意） 

［１．～９. 同左］ 

［加える。］ 

［加える。］ 

10．［同左］ 

［（第５面）～（第９面） 同左］ 

別紙様式第９号の３（第９条の２関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

業務実施計画 

［同左］ 

（記載上の注意） 
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［略］ 

［（別添１）～（別添４） 略］ 

（別添５） 

７．法第 51 条の２の規定を遵守するために必要な体制に関する

事項 

［⑴～⑷ 略］ 

⑸ 資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間等

⑹ 為替取引に関する債務の全部を早期かつ確実に利用者に弁

済するための体制

（記載上の注意） 

１．「利用者資金の滞留の禁止に関する履行方法」は、⑴か

ら⑷までの措置について、具体的に記載すること。 

⑴ 利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日（

資金を移動する日を特定することが困難である場合には、

資金を移動する期限）及び資金の移動先が明らかでない為

替取引に係る債務を負担しないための措置 

⑵ 為替取引に係る債務を負担してから「資金の移動に関す

る事務を処理するために必要な期間等」を超えた時点を資

金を移動する日（資金を移動する日を特定することが困難

である場合には、資金を移動する期限）とする利用者から

の為替取引の指図を受け付けないための措置や当該為替取

引を行わないための措置 

［⑶・⑷ 略］ 

２．［略］  

３．「資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間

［同左］ 

［（別添１）～（別添４） 同左］ 

（別添５） 

７．法第 51 条の２の規定を遵守するために必要な体制に関する

事項 

［⑴～⑷ 同左］ 

⑸ 資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間

［加える。］ 

（記載上の注意） 

１．「利用者資金の滞留の禁止に関する履行方法」は、⑴か

ら⑷までの措置について、具体的に記載すること。 

⑴ 利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日及

び資金の移動先が明らかでない為替取引に係る債務を負担

しないための措置

⑵ 為替取引に係る債務を負担してから「資金の移動に関す

る事務を処理するために必要な期間」を超えた時点を資金

を移動する日とする利用者からの為替取引の指図を受け付

けないための措置や当該為替取引を行わないための措置

［⑶・⑷ 同左］ 

２．［同左］ 

３．「資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間
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等」は、第 32 条の２第２項第１号及び第２号に規定する期

間をいい、「利用者から指図を受けた資金の移動先に誤り

がある場合その他の資金移動業者の責めに帰することがで

きない事由により資金を移動することができない場合に、

当該事由を解消するために必要な期間」を除いた期間につ

いて、為替取引による資金の移動が生じる国及び地域別に

記載すること。 

４．［略］ 

５．「資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間

等」に記載した期間の内訳（必要な事務処理の内容及び事

務処理期間）を記載した書面及び当該事務処理期間を確認

できる資料を添付すること。また、資金の移動に関する事

務を処理するために必要な期間等を超えて債務を負担した

場合の検証態勢を記載した書面を添付すること。 

６．［略］ 

７．「為替取引に関する債務の全部を早期かつ確実に利用者

に弁済するための体制」は、第 32 条の２第２項第１号に規

定する体制について記載すること。 

８．「法第 51 条の２の規定を遵守するために必要な体制に関

する事項」（「資金の移動に関する事務を処理するために

必要な期間等」を除く。）に記載した事項について定めた

社内規則等を添付すること。 

［（別添６）・（別添７） 略］ 

別紙様式第 15 号（第 21 条の４第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

財務（支）局長   殿 

（郵便番号  －  ） 

届出者 住  所 

」は、第 32 条の２第２項に規定する「利用者から指図を受

けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者

の責めに帰することができない事由により資金を移動する

ことができない場合に、当該事由を解消するために必要な

期間」を除いた期間について、為替取引による資金の移動

が生じる国及び地域別に記載すること。 

４．［同左］ 

５．「資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間

」に記載した期間の内訳（必要な事務処理の内容及び事務

処理期間）を記載した書面及び当該事務処理期間を確認で

きる資料を添付すること。また、資金の移動に関する事務

を処理するために必要な期間を超えて債務を負担した場合

の検証態勢を記載した書面を添付すること。 

６．［同左］ 

［加える。］ 

７．「法第 51 条の２の規定を遵守するために必要な体制に関

する事項」（「資金の移動に関する事務を処理するために

必要な期間」を除く。）に記載した事項について定めた社

内規則等を添付すること。 

［（別添６）・（別添７） 同左］ 

別紙様式第 15 号（第 21 条の４第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

財務（支）局長   殿 

（郵便番号  －  ） 

届出者 住  所 
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電話番号（   ）  － 

商    号 

代表者の 

氏  名 

預貯金等による管理の適用に係る届出書 

資金移動業者に関する内閣府令第 21 条の４第１項の規定によ

り、資金決済に関する法律第 45 条の２第１項の適用を受けたいの

で、下記のとおり届け出ます。 

記 

［表略］ 

（記載上の注意） 

［１．・２． 略］  

３．「その他参考となる事項」は、預貯金等管理を行うことに

より供託しないこととする履行保証金の全部若しくは一部又

は全部若しくは一部を解除することとする履行保証金保全契

約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約、履行保

証人保証契約若しくは履行保証金弁済信託契約があるとき

は、その内容を記載すること。 

別紙様式第 16 号（第 21 条の４第４項関係） 

（日本産業規格Ａ４) 

（第１面） 

年  月  日 

財務（支）局長    殿 

（郵便番号  －  ）    

届出者 住 所 

電話番号（ ）－ 

商  号 

代表者の 

氏  名 

電話番号（   ）  － 

商    号 

代表者の 

氏  名 

預貯金等による管理の適用に係る届出書 

資金移動業者に関する内閣府令第 21 条の４第１項の規定によ

り、資金決済に関する法律第 45 条の２第１項の適用を受けたいの

で、下記のとおり届け出ます。 

記 

［同左］ 

（記載上の注意） 

［１．・２． 同左］ 

３．「その他参考となる事項」は、預貯金等管理を行うことに

より供託しないこととする履行保証金の全部若しくは一部又

は全部若しくは一部を解除することとする履行保証金保全契

約若しくは履行保証金信託契約があるときは、その内容を記

載すること。 

別紙様式第 16 号（第 21 条の４第４項関係） 

（日本産業規格Ａ４) 

（第１面） 

年  月  日 

財務（支）局長    殿 

（郵便番号  －  ）    

届出者 住  所 

電話番号（ ） － 

商  号 

代表者の 

氏  名 
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預貯金等による管理に係る変更届出書 

下記の事項について変更しますので、資金決済に関する法律第

45 条の２第３項の規定により届け出ます。  

（記載上の注意） 

［略］ 

記 

［１．～５． 略］ 

６．変更予定年月日における第

三種資金移動業に係る履行保

証金の額、保全金額、信託財

産の額、履行保証人債務引受

額、履行保証人保証額、履行

保証金弁済信託額及び履行保

証金弁済信託契約に基づき信

託されている信託財産の額又

はこれらの見込額の合計額 

円 

（記載上の注意） 

１．［略］ 

２．「変更予定年月日の直前の基準日（法第 43 条第１項第２号

に規定する基準日をいう。）における第三種資金移動業に係

る法第 45 条の２第４項に規定する要供託額」及び「変更予定

年月日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保

全金額、信託財産の額、履行保証人債務引受額、履行保証人

保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約

に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額の

合計額」は、変更の内容が預貯金等管理割合の引き下げであ

る場合に限り、記載すること。 

３．［略］ 

（第２面） 

預貯金等による管理に係る変更届出書 

下記の事項について変更しますので、資金決済に関する法律第

45 条の２第３項の規定により届け出ます。  

（記載上の注意） 

［同左］ 

記 

［１．～５． 同左］ 

６．変更予定年月日における第

三種資金移動業に係る履行保

証金の額、保全金額及び信託

財産の額又はこれらの見込額

の合計額 

円 

（記載上の注意） 

１．［同左］ 

２．「変更予定年月日の直前の基準日（法第 43 条第１項第２号

に規定する基準日をいう。）における第三種資金移動業に係

る法第 45 条の２第４項に規定する要供託額」及び「変更予定

年月日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保

全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額の合計額」は、

変更の内容が預貯金等管理割合の引き下げである場合に限

り、記載すること。 

３．［同左］ 

（第２面） 
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７．変更予定年月日における第三種資金移動業に係る履行保証

金の額、保全金額、信託財産の額、履行保証人債務引受額、

履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁

済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれら

の見込額 

［⑴～⑶ 略］ 

⑷ 履行保証人債務引受契約の内容

契約の相手方 契約年月日 契約対象期間 契約金額 

円 

⑸ 履行保証人保証契約の内容

履行保証人適格

者 
委託年月日 契約対象期間 契約金額 

円 

⑹ 履行保証金弁済信託契約の内容

契約の相手方 契約年月日 契約対象期間 信託財産の額 

円 

（ 年 月 

日現在） 

（記載上の注意） 

変更予定年月日における第三種資金移動業に係る資産保全

の状況について記載すること。また、法第 53 条第２項に基づ

７．変更予定年月日における第三種資金移動業に係る履行保証

金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額 

［⑴～⑶ 同左］ 

［加える。］ 

［加える。］ 

［加える。］ 

（記載上の注意） 

変更予定年月日における第三種資金移動業に係る資産保全の

状況について記載すること。また、法第 53 条第２項に基づく未
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く未達債務の額等に関する報告書その他の財務（支）局長に

提出した書類における第三種資金移動業に係る直近の供託し

ている履行保証金、締結している履行保証金保全契約、履行

保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証

金弁済信託契約又は委託に基づき締結している履行保証人保

証契約に係る記載と「変更予定年月日における第三種資金移

動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額、履行

保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託

額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託

財産の額又はこれらの見込額」の記載が異なるときは、その

異なる内容について参考となる書面を第２面の次に添付する

こと。 

８．その他参考となる事項 

（記載上の注意） 

変更の内容が預貯金等管理割合の引き上げである場合には、

当該引き上げを行うことにより供託しないこととする履行保証

金の全部若しくは一部又は全部若しくは一部を解除することと

する履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債

務引受契約、履行保証人保証契約若しくは履行保証金弁済信託

契約があるときは、その内容を記載すること。 

別紙様式第 17 号（第 21 条の４第６項関係） 

（日本産業規格Ａ４) 

（第１面） 

年  月  日 

財務（支）局長    殿 

達債務の額等に関する報告書その他の財務（支）局長に提出し

た書類における第三種資金移動業に係る直近の供託している履

行保証金又は締結している履行保証金保全契約若しくは履行保

証金信託契約に係る記載と「変更予定年月日における第三種資

金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又

はこれらの見込額」の記載が異なるときは、その異なる内容に

ついて参考となる書面を第２面の次に添付すること。 

８．その他参考となる事項 

（記載上の注意） 

変更の内容が預貯金等管理割合の引き上げである場合には、

当該引き上げを行うことにより供託しないこととする履行保証

金の全部若しくは一部又は全部若しくは一部を解除することと

する履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約があると

きは、その内容を記載すること。 

別紙様式第 17 号（第 21 条の４第６項関係） 

（日本産業規格Ａ４) 

（第１面） 

年  月  日 

財務（支）局長    殿 
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（郵便番号  －  ）    

届出者 住  所 

電話番号（ ） － 

商  号 

代表者の 

氏  名 

預貯金等による管理の適用の解除に係る届出書 

  資金移動業者に関する内閣府令第 21 条の４第６項の規定によ

り、資金決済に関する法律第 45 条の２第１項の適用を受けるこ

とをやめたいので、下記のとおり届け出ます。 

（記載上の注意） 

［略］ 

記 

［１．～５． 略］ 

６．預貯金等管理終了日に

おける第三種資金移動業

に係る履行保証金の額、

保全金額、信託財産の

額、履行保証人債務引受

額、履行保証人保証額、

履行保証金弁済信託額及

び履行保証金弁済信託契

約に基づき信託されてい

る信託財産の額又はこれ

らの見込額の合計額 
円 

（記載上の注意） 

［略］ 

（第２面） 

７．預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行

（郵便番号  －  ）    

届出者 住  所 

電話番号（ ） － 

商  号 

代表者の 

氏  名 

預貯金等による管理の適用の解除に係る届出書 

資金移動業者に関する内閣府令第 21 条の４第６項の規定によ

り、資金決済に関する法律第 45 条の２第１項の適用を受けるこ

とをやめたいので、下記のとおり届け出ます。 

（記載上の注意） 

［同左］ 

記 

［１．～５． 同左］ 

６．預貯金等管理終了日に

おける第三種資金移動業

に係る履行保証金の額、

保全金額及び信託財産の

額又はこれらの見込額の

合計額 

円 

（記載上の注意） 

［同左］ 

（第２面） 

７．預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行
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保証金の額、保全金額、信託財産の額、履行保証人債務引受

額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証

金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこ

れらの見込額 

［(1)～⑶ 略］ 

⑷ 履行保証人債務引受契約の内容

契約の相手方 契約年月日 契約対象期間 契約金額 

円 

（記載上の注意） 

「契約金額」は、履行保証人債務引受契約において、履行保

証人適格者が引き受ける為替取引に関する債務の上限額を記載

すること。 

⑸ 履行保証人保証契約の内容

履行保証人適

格者 
委託年月日 契約対象期間 契約金額 

円 

（記載上の注意） 

「契約金額」は、履行保証人保証契約の締結の委託に係る契

約において、履行保証人適格者が保証する為替取引に関する債

務の上限額を記載すること。 

⑹ 履行保証金弁済信託契約の内容

契約の相手方 契約年月日 契約対象期間 信託財産の額 

円 

（ 年 月 

日現在） 

保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額 

［(1)～⑶ 同左］ 

［加える。］ 

［加える。］ 

［加える。］ 
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（記載上の注意） 

預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る資産保全

の状況について記載すること。また、法第 53 条第２項に基づく未

達債務の額等に関する報告書その他の財務（支）局長に提出した

書類における第三種資金移動業に係る直近の供託している履行保

証金、締結している履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、

履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約又は委

託に基づき締結している履行保証人保証契約に係る記載と「預貯

金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の

額、保全金額、信託財産の額、履行保証人債務引受額、履行保証

人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に

基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額」の記載

が異なるときは、その異なる内容について参考となる書面を第２

面の次に添付すること。 

別紙様式第 18 号（第 21 条の６関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号 

（郵便番号  －  ）    

住  所 

電話番号（ ） － 

商  号 

代表者の 

氏  名 

（記載上の注意） 

預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る資産保全

の状況について記載すること。また、法第 53 条第２項に基づく未

達債務の額等に関する報告書その他の財務（支）局長に提出した

書類における第三種資金移動業に係る直近の供託している履行保

証金又は締結している履行保証金保全契約若しくは履行保証金信

託契約に係る記載と「預貯金等管理終了日における第三種資金移

動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれ

らの見込額」の記載が異なるときは、その異なる内容について参

考となる書面を第２面の次に添付すること。 

［様式を加える。］ 
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履行保証人債務引受契約届出書 

資金決済に関する法律第 45 条の３第１項の規定により契約書の

写し及び債務引受契約利用者の承諾を得るために必要な事項を記

載した書面を添えて下記のとおり届け出ます。 

契約の相手方 契約年月日 
契約対象

期間 
契約金額 

資金移動業

の種別 

円 

（記載上の注意） 

１．法第 38 条第１項の登録申請書又は法第 41 条第４項の規定

による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者に

ついては、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更

する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該旧

氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名の

みを記載することができる。 

２．「契約金額」は、履行保証人債務引受契約において、履

行保証人適格者が引き受ける為替取引に関する債務の上限

額を記載すること。 

３．法第 58 条の２第１項に規定する特例対象資金移動業に係

る履行保証人債務引受契約である場合には、「資金移動業

の種別」は、当該特例対象資金移動業に係る資金移動業の

種別を並べて記載すること。 

別紙様式第 18 号の２（第 21 条の８関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号 

（郵便番号  －  ）    

住  所  

電話番号（ ） － 

［様式を加える。］ 
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商  号 

代表者の 

氏  名 

履行保証人債務引受契約解除届出書 

資金移動業者に関する内閣府令第 21 条の８の規定に基づき、下

記のとおり届け出ます。 

記 

１．届出の理由 

２．解除しようとする履行保証人債務引受契約の内容 

契約の相手方 契約年月日 契約対象期間 契約金額 
資金移動業 

の種別 

円 

３．２．の履行保証人債務引受契約の解除予定年月日 

（記載上の注意） 

１．法第 38 条第１項の登録申請書又は法第 41 条第４項の規定

による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者に

ついては、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更

する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該旧

氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名の

みを記載することができる。 

２．「契約金額」は、履行保証人債務引受契約において、履

行保証人適格者が引き受ける為替取引に関する債務の上限

額を記載すること。 

３．法第 58 条の２第１項に規定する特例対象資金移動業に係

る履行保証人債務引受契約である場合には、「資金移動業

の種別」は、当該特例対象資金移動業に係る資金移動業の

種別を並べて記載すること。 

別紙様式第 18 号の３（第 21 条の９関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

［様式を加える。］ 

89



履行保証人債務引受契約届出書 

資金決済に関する法律第 45 条の３第１項の規定により契約書の

写し及び債務引受契約利用者の承諾を得るために必要な事項を記

載した書面を添えて下記のとおり届け出ます。 

契約の相手方 契約年月日 
契約対象

期間 
契約金額 

資金移動業

の種別 

円 

（記載上の注意） 

１．法第 38 条第１項の登録申請書又は法第 41 条第４項の規定

による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者に

ついては、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更

する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該旧

氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名の

みを記載することができる。 

２．「契約金額」は、履行保証人債務引受契約において、履

行保証人適格者が引き受ける為替取引に関する債務の上限

額を記載すること。 

３．法第 58 条の２第１項に規定する特例対象資金移動業に係

る履行保証人債務引受契約である場合には、「資金移動業

の種別」は、当該特例対象資金移動業に係る資金移動業の

種別を並べて記載すること。 

別紙様式第 18 号の２（第 21 条の８関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号 

（郵便番号  －  ）    

住  所  

電話番号（ ） － 

［様式を加える。］ 
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商  号 

代表者の 

氏  名 

履行保証人債務引受契約解除届出書 

資金移動業者に関する内閣府令第 21 条の８の規定に基づき、下

記のとおり届け出ます。 

記 

１．届出の理由 

２．解除しようとする履行保証人債務引受契約の内容 

契約の相手方 契約年月日 契約対象期間 契約金額 
資金移動業 

の種別 

円 

３．２．の履行保証人債務引受契約の解除予定年月日 

（記載上の注意） 

１．法第 38 条第１項の登録申請書又は法第 41 条第４項の規定

による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者に

ついては、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更

する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該旧

氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名の

みを記載することができる。 

２．「契約金額」は、履行保証人債務引受契約において、履

行保証人適格者が引き受ける為替取引に関する債務の上限

額を記載すること。 

３．法第 58 条の２第１項に規定する特例対象資金移動業に係

る履行保証人債務引受契約である場合には、「資金移動業

の種別」は、当該特例対象資金移動業に係る資金移動業の

種別を並べて記載すること。 

別紙様式第 18 号の３（第 21 条の９関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

［様式を加える。］ 
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年  月  日 

財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号 

（郵便番号  －  ）    

住  所  

電話番号（ ）－ 

商  号 

代表者の 

氏  名 

履行保証人保証契約届出書 

資金決済に関する法律第 45 条の４第１項の規定により履行保証

人保証契約の締結の委託に係る契約書の写し及び履行保証人保証

契約に係る契約書の内容を証する書面を添えて下記のとおり届け

出ます。 

履行保証人 

適格者 
委託年月日 契約対象期間 契約金額 

資金移動業 

の種別 

円 

（記載上の注意） 

１．法第 38 条第１項の登録申請書又は法第 41 条第４項の規定

による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者に

ついては、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更

する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該旧

氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名の

みを記載することができる。 

２．「契約金額」は、履行保証人保証契約の締結の委託に係

る契約において、履行保証人適格者が保証する為替取引に

関する債務の上限額を記載すること。 

３．法第 58 条の２第１項に規定する特例対象資金移動業に係

る履行保証人保証契約である場合には、「資金移動業の種

別」は、当該特例対象資金移動業に係る資金移動業の種別
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年  月  日 

財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号 

（郵便番号  －  ）    

住  所  

電話番号（ ）－ 

商  号 

代表者の 

氏  名 

履行保証人保証契約届出書 

資金決済に関する法律第 45 条の４第１項の規定により履行保証

人保証契約の締結の委託に係る契約書の写し及び履行保証人保証

契約に係る契約書の内容を証する書面を添えて下記のとおり届け

出ます。 

履行保証人 

適格者 
委託年月日 契約対象期間 契約金額 

資金移動業 

の種別 

円 

（記載上の注意） 

１．法第 38 条第１項の登録申請書又は法第 41 条第４項の規定

による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者に

ついては、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更

する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該旧

氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名の

みを記載することができる。 

２．「契約金額」は、履行保証人保証契約の締結の委託に係

る契約において、履行保証人適格者が保証する為替取引に

関する債務の上限額を記載すること。 

３．法第 58 条の２第１項に規定する特例対象資金移動業に係

る履行保証人保証契約である場合には、「資金移動業の種

別」は、当該特例対象資金移動業に係る資金移動業の種別
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を並べて記載すること。 

別紙様式第 18 号の４（第 21 条の 11 関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号 

（郵便番号  －  ）    

住  所 

電話番号（ ） － 

商  号 

代表者の 

氏  名 

履行保証人保証契約解除届出書 

資金移動業者に関する内閣府令第 21 条の 11 の規定に基づき、

下記のとおり届け出ます。 

記 

１．届出の理由 

２．解除される履行保証人保証契約の内容 

履行保証人 

適格者 
委託年月日 契約対象期間 契約金額 

資金移動業 

の種別 

円 

３．２．の履行保証人保証契約の解除予定年月日 

（記載上の注意） 

１．法第 38 条第１項の登録申請書又は法第 41 条第４項の規定

による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者に

ついては、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更

する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該旧

氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名の

みを記載することができる。 

［様式を加える。］ 
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２．「契約金額」は、履行保証人保証契約の締結の委託に係

る契約において、履行保証人適格者が保証する為替取引に

関する債務の上限額を記載すること。 

３．法第 58 条の２第１項に規定する特例対象資金移動業に係

る履行保証人保証契約である場合には、「資金移動業の種

別」は、当該特例対象資金移動業に係る資金移動業の種別

を並べて記載すること。 

別紙様式第 18 号の５（第 21 条の 12 関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号 

（郵便番号  －  ）    

住  所 

電話番号（ ） － 

商  号 

代表者の 

氏  名 

履行保証金弁済信託契約届出書 

資金決済に関する法律第 45 条の５第１項の規定により契約書の

写しを添えて下記のとおり届け出ます。 

記 

契約の相手方 契約年月日 契約対象期間 信託財産の額 
資金移動業 

の種別 

円 
（ 年 月 日現

在） 

（記載上の注意） 

１．法第 38 条第１項の登録申請書又は法第 41 条第４項の規定

による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者に

［様式を加える。］ 
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ついては、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更

する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該旧

氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名の

みを記載することができる。 

２．法第 58 条の２第１項に規定する特例対象資金移動業に係

る履行保証金弁済信託契約である場合には、「資金移動業

の種別」は、当該特例対象資金移動業に係る資金移動業の

種別を並べて記載すること。 

別紙様式第 18 号の６（第 21 条の 14 関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号 

（郵便番号  －  ）    

住  所 

電話番号（ ） － 

商  号 

代表者の 

氏  名 

履行保証金弁済信託契約解除届出書 

資金移動業者に関する内閣府令第 21 条の 14 の規定に基づき、

下記のとおり届け出ます。 

記 

１．届出の理由 

２．解除しようとする履行保証金弁済信託契約の内容 

契約の相手方 契約年月日 契約対象期間 信託財産の額 
資金移動業 

の種別 

円 
（ 年 月 日現

在） 

［様式を加える。］ 
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３．２．の履行保証金弁済信託契約の解除予定年月日 

（記載上の注意） 

１．法第 38 条第１項の登録申請書又は法第 41 条第４項の規定

による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者に

ついては、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更

する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該旧

氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名の

みを記載することができる。 

２．法第 58 条の２第１項に規定する特例対象資金移動業に係

る履行保証金弁済信託契約である場合には、「資金移動業

の種別」は、当該特例対象資金移動業に係る資金移動業の

種別を並べて記載すること。 

別紙様式第 18 号の７（第 22 条第２項関係） 

［略］ 

別紙様式第 21 号（第 35 条第２項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 

  年  月  日 

財務（支）局長    殿 

登録番号 財務（支）局長 第 号 

届出受理番号 財務（支）局長 第 号 

（郵便番号  －  ）    

住  所 

電話番号（ ） － 

商  号 

代表者の 

氏  名  

未達債務の額等に関する報告書 

別紙様式第 18 号（第 22 条第２項関係） 

［同左］ 

別紙様式第 21 号（第 35 条第２項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 

  年  月  日 

財務（支）局長    殿 

登録番号 財務（支）局長 第 号 

届出受理番号 財務（支）局長 第 号 

（郵便番号  －  ）    

住  所 

電話番号（ ） － 

商  号 

代表者の 

氏  名  

未達債務の額等に関する報告書 
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（記載上の注意) 

［１．・２． 略］ 

１.未達債務の額等の概要

［表略］

（記載上の注意) 

［１．～３． 略］ 

４．「報告基準日における未達債務の額に係る履行保証金の額」

は、括弧書の記載に応じて、現に供託している履行保証金の

額、履行保証金保全契約において供託されることとなっている

金額、履行保証人債務引受契約において引き受けることとされ

ている債務の額、履行保証人保証契約において利用者に対して

負担することとされている保証債務の額並びに履行保証金信託

契約及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託

財産の額の合計額を記載すること。特定資金移動業を営む場合

は、特定信託口口座により管理する金銭の額（その発行する特

定信託受益権に係る信託財産の一部を法第２条第９項の債券の

保有により運用する場合にあっては、特定信託口口座により管

理する金銭の額及び報告基準日（第 35 条の２第１項第２号ホ

に規定する報告基準日をいう。）における当該債券の時価の総

額の合計額）を記載すること。なお、「（第 種）」には、資

金移動業の種別を記載すること。ただし、特例対象資金移動業

（法第 58 条の２第１項に規定する特例対象資金移動業をい

う。以下この様式において同じ。）について一括供託（同条第

５項第４号に規定する一括供託をいう。以下この様式において

同じ。）をしている場合又は特例対象資金移動業に係る履行保

証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契

約、履行保証人保証契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締

結している場合には、当該特例対象資金移動業に係る資金移動

業の種別を並べて記載すること。また、二以上の資金移動業の

種別を営んでいる場合（その営む全ての資金移動業の種別が特

（記載上の注意) 

［１．・２． 同左］ 

１. 未達債務の額等の概要

［同左］

（記載上の注意)

［１．～３． 同左］ 

４．「報告基準日における未達債務の額に係る履行保証金の額」

は、括弧書の記載に応じて、現に供託している履行保証金の

額、履行保証金保全契約において供託されることとなっている

金額及び履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産

の額の合計額を記載すること。特定資金移動業を営む場合は、

特定信託口口座により管理する金銭の額を記載すること。な

お、「（第 種）」には、資金移動業の種別を記載すること。

ただし、特例対象資金移動業（法第 58 条の２第１項に規定す

る特例対象資金移動業をいう。以下この様式において同じ。）

について一括供託（同条第５項第４号に規定する一括供託をい

う。以下この様式において同じ。）をしている場合又は特例対

象資金移動業に係る履行保証金保全契約若しくは履行保証金信

託契約を締結している場合には、当該特例対象資金移動業に係

る資金移動業の種別を並べて記載すること。また、二以上の資

金移動業の種別を営んでいる場合（その営む全ての資金移動業

の種別が特例対象資金移動業である場合を除く。）には、

「（第 種）」の行を追加して記載すること。 
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例対象資金移動業である場合を除く。）には、「（第 

種）」の行を追加して記載すること。 

５． ［略］ 

［（第２面）・（第３面） 略］ 

（第４面） 

［５.～７． 略］ 

８.現に締結している履行保証人債務引受契約の内容

契約の相手方 契約年月日 
契約対象 

期 間 
契約金額 種別 

円 

（記載上の注意） 

１．「契約金額」は、履行保証人債務引受契約において、履

行保証人適格者が引き受ける為替取引に関する債務の上限

額を記載すること。 

２．「種別」には、資金移動業の種別を記載すること。ただ

し、特例対象資金移動業に係る履行保証人債務引受契約を

締結している場合には、当該特例対象資金移動業に係る資

金移動業の種別を並べて記載すること。 

９.現に締結されている履行保証人保証契約の内容

履行保証

人適格者 
委託年月日 

契約対象 

期間 
契約金額 種別 

円 

（記載上の注意） 

１．「契約金額」は、履行保証人保証契約の締結の委託に係

る契約において、履行保証人適格者が保証する為替取引に

５． ［同左］ 

［（第２面）・（第３面） 同左］ 

（第４面） 

［５.～７． 同左］ 

［加える。］ 

［加える。］ 
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関する債務の上限額を記載すること。 

２．「種別」には、資金移動業の種別を記載すること。ただ

し、特例対象資金移動業に係る履行保証人保証契約を締結

している場合には、当該特例対象資金移動業に係る資金移

動業の種別を並べて記載すること。 

10.現に締結している履行保証金弁済信託契約の内容

契約の相手方 契約年月日 契約対象期間 信託財産の額 種別 

円 
（ 年 月 日現在）

 

（記載上の注意） 

「種別」には、資金移動業の種別を記載すること。ただ

し、特例対象資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約を締

結している場合には、当該特例対象資金移動業に係る資金移

動業の種別を並べて記載すること。 

11．特定信託口口座による管理の状況 

銀行等

の商号

又は名

称 

信託契約に

より受け入

れた金銭の

金額 

特定信託口

口座の残高 

特定信託

口口座の

名義 

特定信託口

口座の口座

番号その他

の当該特定

信託口口座

を特定する

ための事項 

円 

（ 年 月 

円 

（ 年 月 

［加える。］ 

８．特定信託口口座による管理の状況 

銀行等の

商号又は

名称 

信託契約により

受け入れた金銭

の金額 

特定信託口

口座の名義 

特定信託口

口座の口座

番号その他

の当該特定

信託口口座

を特定する

ための事項 

円 

（ 年 月 日
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日現在） 日現在） 

（記載上の注意） 

［１．・２． 略］ 

12．特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭の一部

を法第２条第９項の債券の保有により運用する場合における当

該運用の状況 

債権の種類 取得日 元本償還日 額面金額 時価 

円 

（ 年 月 

日現在） 

（記載上の注意） 

１．第３面及び第４面は、資金移動業者が選択した履行保証

金、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証

人債務引受契約、履行保証人保証契約若しくは履行保証金

弁済信託契約の内容又は預貯金等管理方法（特定信託会社

にあっては、特定信託口口座。２．において同じ。）によ

る管理の状況（特定信託会社にあっては、その発行する特

定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭の一部

を法第２条第９項の債券の保有により運用する場合におけ

る当該運用の状況を含む。）について記載すること。 

２．報告対象期間における要履行保証額の推移、供託金額、

信託財産の額、履行保証人債務引受額、履行保証人保証

額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に

基づき信託されている又は預貯金等管理方法により管理し

ている金銭の額（特定信託会社にあっては、その発行する

特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭の一

現在） 

（記載上の注意） 

［１．・２． 同左］ 

［加える。］ 

（記載上の注意） 

１．第３面及び第４面は、資金移動業者が選択した履行保証

金、履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約の内

容又は預貯金等管理方法（特定信託会社にあっては、特定

信託口口座。２．において同じ。)による管理の状況につ

いて記載すること。 

２．報告対象期間における要履行保証額の推移、供託金額若

しくは信託財産の額又は預貯金等管理方法により管理して

いる金銭の額の推移がわかる書面を第４面の次に添付する

こと。 
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部を法第２条第９項の債券の保有により運用する場合にお

ける当該債券の額面金額及び時価を含む。）の推移が分か

る書面を第４面の次に添付すること。 

別紙様式第 22 号（第 36 条の２第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

（第１面） ［略］ 

（第２面） 

７．特例適用開始日における特例対象資金移動業に係る履行保証

金の額、保全金額、信託財産の額、履行保証人債務引受額、履

行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信

託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込

額 

［(1)～(3) 略］ 

(4) 履行保証人債務引受契約の内容

契約の相手方 契約年月日 契約対象期間 契約金額 

円 

（記載上の注意） 

「契約金額」は、履行保証人債務引受契約において、履行

保証人適格者が引き受ける為替取引に関する債務の上限額を

記載すること。 

(5) 履行保証人保証契約の内容

履行保証人適格

者 
委託年月日 契約対象期間 契約金額 

円 

別紙様式第 22 号（第 36 条の２第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

（第１面） ［同左］ 

（第２面） 

７．特例適用開始日における特例対象資金移動業に係る履行保証

金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額 

［(1)～(3) 同左］ 

［加える。］ 

［加える。］ 
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（記載上の注意） 

「契約金額」は、履行保証人保証契約の締結の委託に係る

契約において、履行保証人適格者が保証する為替取引に関す

る債務の上限額を記載すること。 

(6) 履行保証金弁済信託契約の内容

契約の相手方 契約年月日 契約対象期間 信託財産の額 

円 
（ 年 月 日現

在）

（記載上の注意） 

法第 53 条第２項に基づく未達債務の額等に関する報告書そ

の他の財務（支）局長に提出した書類における特例対象資金

移動業に係る直近の供託している履行保証金、締結している

履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務

引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約又は委託に基づき

締結している履行保証人保証契約に係る記載と「特例適用開

始日における特例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保

全金額、信託財産の額、履行保証人債務引受額、履行保証人

保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約

に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額」

の記載が異なるときは、その異なる内容について参考となる

書面を第２面の次に添付すること。 

別紙様式第 23 号（第 36 条の２第３項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

（第１面） ［略］ 

［加える。］ 

（記載上の注意） 

法第 53条第２項に基づく未達債務の額等に関する報告書そ

の他の財務（支）局長に提出した書類における特例対象資金

移動業に係る直近の供託している履行保証金又は締結してい

る履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約に係る記

載と「特例適用開始日における特例対象資金移動業に係る履

行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込

額」の記載が異なるときは、その異なる内容について参考と

なる書面を第２面の次に添付すること。 

別紙様式第 23 号（第 36 条の２第３項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

（第１面） ［同左］ 
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（第２面） 

７．特例適用終了日における特例適用終了資金移動業に係る履行

保証金の額、保全金額、信託財産の額、履行保証人債務引受額

、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁

済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの

見込額 

［(1)～(3) 略］ 

(4) 現に締結している履行保証人債務引受契約の内容

契約の相手方 契約年月日 契約対象期間 契約金額 

円 

（記載上の注意） 

「契約金額」は、履行保証人債務引受契約において、履行

保証人適格者が引き受ける為替取引に関する債務の上限額を

記載すること。 

(5) 現に締結されている履行保証人保証契約の内容

履行保証人適

格者 
委託年月日 契約対象期間 契約金額 

円 

（記載上の注意） 

「契約金額」は、履行保証人保証契約の締結の委託に係る

契約において、履行保証人適格者が保証する為替取引に関す

る債務の上限額を記載すること。 

(6) 現に締結している履行保証金弁済信託契約の内容

契約の相手

方 
契約年月日 契約対象期間 信託財産の額 種別 

（第２面） 

７．特例適用終了日における特例適用終了資金移動業に係る履行

保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額 

［(1)～(3) 同左］ 

［加える。］ 

［加える。］ 

［加える。］ 
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円 
（ 年 月 日

現在）

（記載上の注意） 

「特例適用終了日における特例適用終了資金移動業に係る

履行保証金の額、保全金額、信託財産の額、履行保証人債務

引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行

保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又

はこれらの見込額」は、特例適用終了日における特例適用終

了資金移動業に係る資産保全の状況について記載すること。

また、法第 53 条第２項に基づく未達債務の額等に関する報告

書その他の財務（支）局長に提出した書類における特例適用

終了資金移動業に係る直近の供託している履行保証金、締結

している履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保

証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約又は委託

に基づき締結している履行保証人保証契約に係る記載と「特

例適用終了日における特例適用終了資金移動業に係る履行保

証金の額、保全金額、信託財産の額、履行保証人債務引受

額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証

金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこ

れらの見込額」の記載（種別の記載を除く。）が異なるとき

は、その異なる内容について参考となる書面を第２面の次に

添付すること。 

（記載上の注意） 

「特例適用終了日における特例適用終了資金移動業に係る

履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見

込額」は、特例適用終了日における特例適用終了資金移動業

に係る資産保全の状況について記載すること。また、法第 53

条第２項に基づく未達債務の額等に関する報告書その他の財

務（支）局長に提出した書類における特例適用終了資金移動

業に係る直近の供託している履行保証金又は締結している履

行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約に係る記載と

「特例適用終了日における特例適用終了資金移動業に係る履

行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込

額」の記載（種別の記載を除く。）が異なるときは、その異

なる内容について参考となる書面を第２面の次に添付するこ

と。 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。
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